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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

　

回次 第19期中 第20期中 第21期中 第19期 第20期

会計期間

自　平成17年
　　８月１日
至　平成18年
　　１月31日

自　平成18年
　　８月１日
至　平成19年
　　１月31日

自　平成19年
　　８月１日
至　平成20年
　　１月31日

自　平成17年
　　８月１日
至　平成18年
　　７月31日

自　平成18年
　　８月１日
至　平成19年
　　７月31日

売上高 (千円) 18,059,74438,523,37151,218,43743,001,47178,184,006

経常利益 (千円) 2,763,8276,239,6876,705,1756,698,18311,617,444

中間(当期)純利益 (千円) 1,425,0663,537,2663,915,9973,739,2616,512,571

純資産額 (千円) 5,174,46413,390,16238,491,52010,835,35115,494,806

総資産額 (千円) 16,111,75441,915,19399,684,03033,130,82248,488,727

１株当たり純資産額 (円) 7,764.803,870.139,125.8915,694.784,468.84

１株当たり中間
(当期)純利益

(円) 2,140.281,023.90 953.87 5,572.121,884.08

潜在株式調整後
１株当たり中間
(当期)純利益

(円) 2,111.401,019.95 952.46 5,511.231,878.23

自己資本比率 (％) 32.1 31.9 38.6 32.7 31.9

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △2,021,961△4,355,962△49,480,479△7,463,098△8,140,477

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 103,651△554,993△245,239△1,390,2062,402,254

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 3,722,9104,965,49549,244,77115,509,2055,352,253

現金及び現金同等物
の中間期末(期末)残高

(千円) 3,788,6008,694,4407,763,9588,639,8998,253,931

従業員数 (名) 236 267 372 253 404

(注)　１　売上高には、消費税等は含まれておりません。

 ２　平成18年８月１日付で当社株式１株を５株に分割いたしました。

 ３　純資産額の算定にあたり、平成18年７月期末から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企

業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準

適用指針第８号）を適用しております。      
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(2) 提出会社の経営指標等

　

回次 第19期中 第20期中 第21期中 第19期 第20期

会計期間

自　平成17年
　　８月１日
至　平成18年
　　１月31日

自　平成18年
　　８月１日
至　平成19年
　　１月31日

自　平成19年
　　８月１日
至　平成20年
　　１月31日

自　平成17年
　　８月１日
至　平成18年
　　７月31日

自　平成18年
　　８月１日
至　平成19年
　　７月31日

売上高 (千円) 17,337,24137,469,30349,233,06341,385,82375,745,022

経常利益 (千円) 2,827,5506,194,2856,870,2636,801,22611,560,697

中間(当期)純利益 (千円) 1,492,2873,557,8364,114,4773,800,5356,745,622

資本金 (千円) 1,180,1602,937,96512,944,1692,930,9482,937,965

発行済株式総数 (株) 666,4003,458,5954,217,839690,3793,458,595

純資産額 (千円) 5,231,69713,451,14038,891,40010,874,92115,734,159

総資産額 (千円) 15,903,95641,416,69298,191,28832,501,27647,016,247

１株当たり純資産額 (円) 7,850.693,889.199,220.6915,752.104,549.29

１株当たり中間
(当期)純利益

(円) 2,241.231,029.851,002.225,663.431,951.50

潜在株式調整後
１株当たり中間
(当期)純利益

(円) 2,211.001,025.881,000.745,601.541,945.44

１株当たり配当額 (円) 250 280 230 1,600 560

自己資本比率 (％) 32.9 32.5 39.6 33.5 33.5

従業員数 (名) 148 121 199 145 200

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　平成18年８月１日付で当社株式１株を５株に分割いたしました。

３　純資産額の算定にあたり、平成18年７月期末から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適

用指針第８号）を適用しております。 
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２ 【事業の内容】

当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営んでいる事業の内容に重

要な変更はありません。

また、当社グループ（当社および当社の関係会社）は、当社（株式会社アルデプロ）および子会社（株

式会社アルデプロプロパティマネジメント、ジャパンリアルティスーパービジョン株式会社、株式会社尾

髙電工、株式会社オーパス、株式会社サワケンホーム、株式会社日本インベスターズサービス、株式会社

マッチング・ナビ）、持分法適用会社（株式会社メイプルリビングサービス）により構成されておりま

す。

また、当連結会計年度から種類別セグメントの区分を従来の中古マンション再活事業、不動産販売事業、

その他事業の３分類から、不動産再活事業、その他事業の２分類へ変更しております。 

理由といたしましては、当社では中古マンション再活事業のほかに、中古のオフィスビルや商業施設など

の再活を行ってまいりました。さらに、今期からは新築マンションの分譲、新築オフィスビルの販売等不動

産開発事業にも事業領域を拡大しております。これら事業の拡大に伴い、当社では特定のセクションが特

定の事業に限定せず、各セクションが全国各地域においてこれら複数の事業を推進しております。このた

め、これら事業をまとめて「不動産再活事業」といたしました。 

　なお、これに伴う営業損益、経常損益、純損益の区分に影響はございません。 

当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付は、次の通りであります。

　

事業の種類別セグメント  事業の内容

不動産再活事業

当事業は、中古のマンション、オフィスビル、商業施設、
ホテル等、また土地の再生および流通活性化を目的とし
ております。
具体的には、法人あるいは個人の所有する中古マンショ
ンや企業所有の社員寮等を一棟ごと、あるいは同一棟内
より大量に購入し、各戸別もしくは複数戸を実住物件
(注１)・投資物件として販売する事業であります。購入
に際しては、綿密なデューデリジェンスを行い、購入後、
区分登記されていない場合には区分登記し、さらに付加
価値を高めるため、リフォーム、管理組合の設立等を行
い販売しております。
また、オフィスビル、商業施設、ホテル等の再生および流
通活性化については、これらの物件を一棟ごとに購入し
て再生し、投資物件としての付加価値を高め販売してお
ります。なお、投資物件として販売する際、信託受益権と
して証券化し、販売することも行っております。
土地の再生および流通活性化につきましては、土地を仕
入れて、マンション、オフィスビル等を建築し、販売して
おります。

その他事業

不動産再活事業に付随する事業、プロパティマネジメン
ト事業、電気通信工事業、建築資材販売業、総合建設・設
計・施工業、建築設計業、出版・販売業、建築工事請負業
務、賃貸仲介業、建物内外の保守管理業等であります。

（注１）当社グループでは、購入希望者が実際に住むことを前提とした物件を「実住物件」と称しております。
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　　（事業系統図）
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３ 【関係会社の状況】

当中間連結会計期間において、平成19年９月30日に株式会社アルデプロプロパティマネジメントは同社

の子会社である株式会社ディベックスマネジメントの株式全株を譲渡し、株式会社ディベックスマネジメ

ントは子会社から除外されました。また、平成19年11月30日に株式会社オーパスは同社が保有する株式会社

ART都市開発の株式全株を譲渡し、株式会社ART都市開発は子会社から除外されました。また、株式会社勤住

ライフは平成19年12月27日付で清算手続きが結了し、連結子会社から除外されました。

　４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

　　　　　　平成20年１月31日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

不動産再活事業 170

その他事業 173

全社（共通） 29

合計 372

　（注）１　従業員数は、就業人員であります。

２　全社（共通）として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属している

ものであります。

　

　

(2) 提出会社の状況

　　　　　　　平成20年１月31日現在

従業員数(名) 199

（注）　従業員数は、就業人員であります。

　

(3) 労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

当中間連結会計期間（平成19年８月１日～平成20年１月31日）におけるわが国経済は、企業業績の堅

調な伸びや設備投資の増加基調の持続および個人消費の底堅い推移などおおむね堅調でしたが、改正建

築基準法施行の影響による新設住宅着工戸数の大幅な落ち込みなど、景気は一時的に減速しているとみ

られる兆候があるなど、先行きの不透明感が払拭できないまま推移いたしました。

　当社が属する不動産業界の動向をみますと、前述の改正建築基準法の施行による住宅投資の減少や米国

に端を発したサブプライムローン問題による金融市場での信用収縮懸念など、不動産市況の先行きに警

戒感が高まりつつあります。一方、世界の他の都市との比較においても高水準にあるイールドギャップ等

を背景として、わが国の不動産投資市場には国内外からの資金流入が続いております。

　こうした環境下、当中間連結会計期間において、当社グループの中核企業である株式会社アルデプロを

中心として、不動産再活事業を中心に事業活動を積極的に推進してまいりました。しかしながら、不動産

業界全体で金融機関からの資金調達が厳しくなってきている影響を受け、当社が当中間連結会計期間に

売却を予定していたいくつかの物件が購入予定先の資金的な事情などにより下期にずれ込んだことによ

り、業績は当初計画を下回りました。一方、子会社でプロパティマネジメント事業を営む株式会社アルデ

プロプロパティマネジメント、ジャパンリアルティスーパービジョン株式会社におきましてはマンショ

ン管理、ビル管理、リフォーム工事等は概ね堅調に推移し、電気通信工事業を営む株式会社尾高電工にお

いても業績は堅調に推移しました。その他のグループ会社についても業績は概ね順調に推移しました。

　このように厳しい環境ながら、前年同期と比較しますと、増収増益を確保し、連結売上高は512億18百万

円、前年同期比33.0％増、営業利益は77億19百万円、同12.5％増、経常利益は67億５百万円、同7.5％増、中

間純利益は39億15百万円、同10.7％増となりました。

　

当中間連結会計期間における各事業の種類別セグメントの概況は次のとおりであります。

（不動産再活事業）

　当社グループの主力事業であります不動産再活事業につきましては、中古マンションの主に一次取得者

への低価格での販売を実現するための実住物件の戸別販売は東京都を中心とする首都圏で順調に推移し

ました。一方で、投資用物件としての中古マンション１棟販売や中古オフィスビルにつきましては、当中

間連結会計期間に売却を予定していた物件の売却が下期以降にずれ込んだ影響により、当初計画を下回

る売上高となりました。これらの結果、売上高482億82百万円（前年同期比32.0％増）、営業利益81億99百

万円（同6.8％増）となりました。

（その他事業）

　その他事業は、不動産再活事業に付随する事業（プロパティマネジメント事業、電気通信工事業、建材販

売事業等）であります。これら事業は概ね順調に推移し、売上高29億35百万円（前年同期比50.4％増）、

営業利益10億91百万円（同19.6％増）となりました。

　

(2) キャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間末における現金および現金同等物（以下、資金という。）は、77億63百万円となり、

前連結会計年度末に比べ４億89百万円減少しました。これは、主に当中間連結会計期間において、物件仕

入を進めたことによります。
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（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果支出した資金は494億80百万円（前中間連結会計期間は43億55百万円の支出）となりま

した。これは、税金等調整前中間純利益66億43百万円を計上したものの、主として今後の売上を見込み、物

件仕入を積極的に進めたことから、たな卸資産が435億25百万円増加したこと等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果支出した資金は２億45百万円（前中間連結会計期間は５億54百万円の支出）となりま

した。これは、主に定期預金の預け入れによる支出２億59百万円、有形固定資産の取得による支出50百万

円などによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果増加した資金は492億44百万円（前中間連結会計期間は49億65百万円の収入）となりま

した。これは、主として短期借入金の純増加額196億21百万円、社債の発行による収入101億87百万円、株式

の発行による収入200億12百万円などによるものであります。
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２ 【仕入及び販売の状況】

(1) 仕入実績

当中間連結会計期間の仕入実績を示すと、次のとおりであります。

当中間連結会計期間

(自　平成19年８月１日

至　平成20年１月31日)

事業の種類別セグメントの名称 仕入高(千円)
前年同期比

(％)

不動産再活事業 78,274,554 130.2

合計 78,274,554 130.2

(注)　１.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　２.前連結会計年度から、事業の種類別セグメントの「中古マンション再活事業」、「不動産販売事業」をまとめて

「不動産再活事業」に変更しております。このため、当事業における仕入実績の前年同期比については、前中

間連結会計期間分を遡及修正した金額に基づき算出しております。

　

(2) 販売実績

当中間連結会計期間の販売実績を示すと、次のとおりであります。

当中間連結会計期間

(自　平成19年８月１日

至　平成20年１月31日)

事業の種類別セグメントの名称 売上高(千円)
前年同期比

(％)

不動産再活事業　 48,282,779 32.0

その他事業 2,935,657 50.4

合計 51,218,437 33.0

(注)　１.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　２.前連結会計年度から、事業の種類別セグメントの「中古マンション再活事業」、「不動産販売事業」をまとめて

「不動産再活事業」に変更しております。このため、当事業における仕入実績の前年同期比については、前中

間連結会計期間分を遡及修正した金額に基づき算出しております。

　　　３．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

　

相手先

前中間連結会計期間

(自　平成18年８月１日

至　平成19年１月31日)

当中間連結会計期間

(自　平成19年８月１日

至　平成20年１月31日)

金額 (千円) 割合（％） 金額 (千円) 割合 (％)

株式会社　SEA　CAPITAL 9,503,83424.8 ― ―

MGアーク特定目的会社 8,790,01922.8 ― ―

正和プランニング有限会社 ― ― 15,639,56030.5

株式会社上毛 ― ― 5,833,56911.3

(注)　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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３ 【対処すべき課題】

当中間連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。

　

４ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

　

５ 【研究開発活動】

該当事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

１ 【主要な設備の状況】

（1）提出会社

　　　　当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

（2）国内子会社

　　　　当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。
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２ 【設備の新設、除却等の計画】

当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 12,000,000

計 12,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
中間会計期間末
現在発行数(株)
(平成20年１月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年４月30日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 4,217,839 4,217,839
東京証券取引所
マザーズ

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式

計 4,217,839 4,217,839― ―

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成20年４月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の権利行使により

発行されたものは含まれておりません。
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(2) 【新株予約権等の状況】

　

①　平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく第１回新株予約権

(平成15年５月16日臨時株主総会決議)

中間会計期間末現在
(平成20年１月31日)

提出日の前月末現在
(平成20年３月31日)

新株予約権の数 　11個 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 4,400株 同左

新株予約権の行使時の払込金額 150円 同左

新株予約権の行使期間
平成17年５月17日から
平成25年５月15日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額

発行価格　　150円
資本組入額　 75円

同左

新株予約権の行使の条件

ａ　新株予約権者は、権利行使時
においても当社の取締役、
監査役または従業員の地位
にあることを要するものと
する。ただし、当社取締役会
において承認を得た場合に
はこの限りではない。

ｂ　新株予約権の相続は認めな
い。

ｃ　その他新株予約権の行使の
条件は、当社と新株予約権
者との間で締結する新株予
約権割当契約に定めるとこ
ろによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには取締
役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

― ―

(注) １　当社は、以下のように株式分割を行っております。
平成15年10月７日開催の取締役会決議に基づき、平成15年12月５日付をもって普通株式１株を２株に分割
平成16年４月７日開催の取締役会決議に基づき、平成16年６月18日付をもって普通株式１株を４株に分割
平成16年９月21日開催の取締役会決議に基づき、平成16年12月20日付をもって普通株式１株を10株に分割
平成18年６月１日開催の取締役会決議に基づき、平成18年８月１日付をもって普通株式１株を５株に分割
これらにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、発行価格、資本組入額はそ

れぞれ調整されております。
２　新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権
の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じております。
３　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整いたします。調整の結果、
１端株（１株の100分の１）未満の端数を生じるときは、これを切り捨てるものといたします。

調整後株式数＝
調整前株式数×調整前行使価額

調整後行使価額

４　株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整いたします。調整により生ずる１円未満の端
数は切り上げるものといたします。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

また、新株予約権発行後、調整前行使価額を下回る価額で新株式の発行を行う場合は、次の算式（コンバー
ジョン・プライス方式）により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものといた
します。

調整後行使価額＝
既発行株式数×調整前行使価額＋新発行株式数×１株当たり払込金額

既発行株式数＋新発行株式数
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②　平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく第５回新株予約権

(平成17年10月26日第18回定時株主総会決議)

中間会計期間末現在
(平成20年１月31日)

提出日の前月末現在
(平成20年３月31日)

新株予約権の数    190個 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数      950株 同左

新株予約権の行使時の払込金額 17,200円 同左

新株予約権の行使期間
平成19年10月27日から
平成27年10月26日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額

発行価格　　17,200円
資本組入額 　8,600円

同左

新株予約権の行使の条件

ａ　新株予約権者は、権利行使時
においても当社の取締役、
監査役または従業員の地位
にあることを要するものと
する。ただし、当社取締役会
において承認を得た場合に
はこの限りではない。

ｂ　新株予約権の相続は認めな
い。

ｃ　その他新株予約権の行使の
条件は、当社と新株予約権
者との間で締結する新株予
約権割当契約に定めるとこ
ろによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには取締
役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

― ―

(注) １　当社は、以下のように株式分割を行っております。

　　　平成18年６月１日開催の取締役会決議に基づき、平成18年８月１日付をもって普通株式１株を５株に分割

 　これにより、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使時の払込金額、発行価格、資本組入額

 はそれぞれ調整されております。

     ２　新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約

権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を減じております。

３　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整いたします。調整の結果、

１端株（１株の100分の１）未満の端数を生じるときは、これを切り捨てるものといたします。

調整後株式数＝ 調整前株式数× 分割・併合の比率

４　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整いたします。調整により生ずる１

円未満の端数は切り上げるものといたします。

調整後行使価額＝ 調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

また、新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株式の発行（新株予約権の行使の場合を除く。）を行う場合

は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものといたします。

調整後行使価額＝ 調整前行使価格× 既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

新株式発行前の時価

既発行株式数＋新規発行株式数
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③　転換社債型新株予約権付社債

(平成19年８月10日取締役会決議)

中間会計期間末現在
(平成20年１月31日)

提出日の前月末現在
(平成20年３月31日)

新株予約権の数 100個 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 （注１） 同左

新株予約権の行使時の払込金額 （注２） 同左

新株予約権の行使期間 （注３） 同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額

(注４) 同左

新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行使は、
できないものとする

同左

新株予約権の譲渡に関する事項 （注５） 同左

代用払込みに関する事項 （注６） 同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

（注７） 同左

新株予約権付社債の残高（百万円） 10,002 同左

(注) １　本新株予約権を行使すること（以下「行使」という。）により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代

えて当社の有する当社普通株式を処分（以下当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。）する数は、行

使された本新株予約権に係る本社債の払込金額の総額を以下２記載の転換価額（ただし、以下２（３）記載

の転換価額の調整によって調整された場合は調整後の転換価額）で除して得られる最大整数とする。この場

合に１株未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、現金による調整は行わない。

２　（１）本新株予約権１個の行使に際してする出資の目的とされる財産は、当該本新株予約権に係る本社債と　　

　　　し、当該本社債の価額は、当該本社債の払込金額と同額とする。 

　　（２）本新株予約権の行使に際して出資をなすべき１株当たりの額（以下「転換価額」という。）は、当初　　　　

　　　

　　 33,600円とする。なお、転換価額は本項第(３)によって調整されることがある。 

　　（３）転換価額の調整 

　　　① 当社は、次に定めるとおり、本新株予約権付社債の転換価額の調整を行う。 

　　　本新株予約権付社債の発行後、本号②（ⅰ）乃至（ⅲ）に掲げる事由のいずれかに該当する場合　　　 　　 

は、次に定める算式（以下「転換価額調整式」という。）をもって転換価額を調整する。 

　

　                                                           交付株式数×１株当たりの払込金額

                                         既発行株式数　＋　―――――――――――――――――――

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時　　価

   調整後転換価額　＝　調整前転換価額　×　―――――――――――――――――――――――――――――

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　既発行株式数　＋　交付株式数
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　            ②　転換価額調整式により本新株予約権付社債の転換価額の調整を行う場合及びその

                  調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。

(ⅰ)本号③（ⅱ）に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合（た
だし、下記(ⅲ)記載の証券（権利）の取得と引換え若しくは当該証券（権利）の取得と
引換えに交付される新株予約権の行使による交付又は下記(ⅳ)記載の新株予約権の行使
若しくは当該新株予約権の行使により交付される株式の取得と引換えによる交付の場合
を除く。） 
調整後の転換価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期
間の最終日とする。以下同じ。）の翌日以降、株主に割当てを受ける権利を与えるための
基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。

(ⅱ)当社普通株式について株式分割又は株式無償割当てを行う場合 
調整後の転換価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式
の無償割当てについて株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、
その日の翌日以降、また、当社普通株式の無償割当てについて株主に割当てを受ける権利
を与えるための基準日がない場合には、当該割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用
する。

(ⅲ)本号③（ⅱ）に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式、当社普通株式を交付す
ることと引換えに取得される株式又は取得させることができる株式若しくは当社普通株
式の交付を請求することができる新株予約権を交付することと引換えに取得される証券
（権利）又は取得させることができる証券（権利）、又は行使することにより当社普通
株式若しくは当社普通株式を交付することと引換えに取得される株式又は取得させるこ
とができる株式の交付を受けることができる新株予約権（新株予約権付社債に付された
ものを含む。以下同じ。）を発行する場合（無償割当ての場合を含む。） 
調整後の転換価額は、発行される証券（権利）又は新株予約権（以下「取得請求権付証
券等」という。）の全てが当初の条件で取得又は行使され当社普通株式が交付されたも
のとみなして（当社普通株式を交付することと引換えに取得される株式又は取得させる
ことができる株式若しくは当社普通株式の交付を請求することができる新株予約権を交
付することと引換えに取得される証券（権利）又は取得させることができる証券（権
利）、又は当社普通株式を交付することと引換えに取得される株式又は取得させること
ができる株式の交付を受けることができる新株予約権の場合、さらに当該株式又は当該
新株予約権の全てが当初の条件で取得又は行使され当社普通株式が交付されたものとみ
なして）転換価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日（新株予約権及び新株
予約権付社債の場合は割当日）又は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用す
る。 
ただし、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以
降、これを適用する。 
上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権
付証券等が発行された時点で確定していない場合は、調整後の転換価額は、当該対価の確
定時点で発行されている取得請求権付証券等の全てが当該対価の確定時点の条件で取得
又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして（当社普通株式を交付すること
と引換えに取得される株式又は取得させることができる株式若しくは当社普通株式の交
付を請求することができる新株予約権を交付することと引換えに取得される証券（権
利）又は取得させることができる証券（権利）、又は当社普通株式を交付することと引
換えに取得される株式又は取得させることができる株式の交付を受けることができる新
株予約権の場合、さらに当該株式又は当該新株予約権の全てが当初の条件で取得又は行
使され当社普通株式が交付されたものとみなして）本号①（ⅰ）に定める転換価額調整
式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。 

(iv)本号②（ⅰ）乃至（ⅲ）の各取引において、株主に割当てを受ける権利を与えるための
基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会
その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号②（ⅰ）乃至（ⅲ）にかかわ
らず、調整後の転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用するものとする。 
この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約
権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するも
のとする。ただし、株券の交付については、当社は行使の効力発生後すみやかに株券を交
付する。 
 

　　　　　　　　（調整前転換価額－調整後転換価額）×調整前転換価額により当該期間内に交付された株式数

   株式数　＝　――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調整後転換価額
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この場合に１株未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、現金による調整は行わな
い。

③ (ⅰ)転換価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切
り捨てる。

(ⅱ)本欄①（ⅰ）に定める転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する
日（ただし、本欄②（ⅳ）の場合は基準日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日（終
値のない日数を除く。）の東京証券取引所（当社普通株式の東京証券取引所への上場が
廃止された上で、当社普通株式が他の証券取引所に上場される場合には、当該他の証券取
引所（当該他の証券取引所が複数の場合には、当社普通株式の普通取引の出来高等を考
慮して、当社が最も合理的に適切と判断し、本新株予約権付社債の社債権者の同意を得た
証券取引所））における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値とする。 
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。
 

(ⅲ)本号①（ⅰ）に定める転換価額調整式で使用する既発行株式数は、基準日がある場合は
その日、又、基準日がない場合は、調整後の転換価額を適用する日の１か月前の日におけ
る当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除し
た数とする。又、本号②（ⅱ）の株式分割の場合には、転換価額調整式で使用する交付株
式数は、株式分割のための基準日における当社の有する当社普通株式に割当てられる当
社普通株式数を含まないものとする。

④ 本号②の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、合理的に必
要な転換価額の調整を行う。
(ⅰ)株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割又は当社を完全

親会社とする株式交換のために転換価額の調整を必要とするとき。
(ⅱ)その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調

整を必要とするとき。
(ⅲ)転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転

換価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要が
あるとき。 
本欄（３）により転換価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並
びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項
を本新株予約権付社債の社債権者に通知する。ただし、本欄②の場合その他適用の日の前
日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。
 

３ 本新株予約権付社債の社債権者は、平成19年８月29日から平成20年８月26日までの間（以下「行使期間」とい

う。）、いつでも、本新株予約権を行使することができる。ただし、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合

にはその前銀行営業日を最終日とする。また、①当社が以下８（4）の記載事項により本社債を買入消却する

場合には、本社債が消却される時以後、②当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合には、期限の利益の

喪失日以後、本新株予約権を行使することはできない。また、当社が以下２（３）記載の本新株予約権付社債

の社債権者の請求により本社債を繰上償還する場合には、繰上償還請求書が償還金支払場所に提出された時

点より本新株予約権を行使することはできない。本新株予約権は、会社法第287条の定めにより行使すること

ができなくなった時点において消滅する。

４　①　本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格 

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の当社普通株式１株の発行価格は、当初33,600円とする。な

お、以下記載の７によって転換価額が修正された場合は、調整後の転換価額とする。 

②　本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、

その端数を切り上げるものとする。 

③　本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前号記載の資本金等

増加限度額から前号に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

５　本新株予約権付社債は会社法第254条第２項本文及び第３項本文の定めにより本社債又は本新株予約権の一方

のみを譲渡することはできない。

６　本新株予約権の行使に際して代用払込みは行われない。但し、本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約

権に係る本社債の全部を出資するものとし、その価額は、当該本社債の払込金額と同額とする。

７　当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以上

を総称して以下「組織再編成行為」という。）を行う場合は、組織再編成行為の効力発生日の直前において残

存する本新株予約権の新株予約権者に対して、当該新株予約権者の有する本新株予約権に代えて、それぞれの

場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編成対象会社」とい

う。）の新株予約権で、下記①から⑦までの内容のもの（以下「承継新株予約権」という。）を交付する。この

場合、組織再編成行為の効力発生日において、本新株予約権は消滅し、本社債についての社債に係る債務は再

編成対象会社に承継され、本新株予約権の新株予約権者は、承継新株予約権の新株予約権者となるものとし、

本要項の本新株予約権に関する規定は承継新株予約権について準用する。ただし、吸収分割または新設分割を

行う場合は、その効力発生日の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対して当該本新株予約
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権に代えて再編成対象会社の承継新株予約権を交付し、再編成対象会社が本社債についての社債に係る債務を承

継する旨を、吸収分割契約または新設分割計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編成対象会社の承継新株予約権の数 
組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する本社債の社債権者が保有する本社債に
かかる本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 

② 承継新株予約権の目的たる再編成対象会社の株式の種類 
再編成対象会社の普通株式とする。

③ 承継新株予約権の目的たる再編成対象会社の株式の数 
当該組織再編成行為の効力発生日の直前において有効な本新株予約権の転換価額を別記「転
換価額の調整」に準じた調整を行ったうえ、別記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じ
て決定する。なお、組織再編成行為の効力発生日以後における承継新株予約権の転換価額は、別
記「転換価額の調整」の調整に準じた調整を行う。 

④ 承継新株予約権の行使に際して出資の目的とされる財産の内容及びその価額 
交付される各承継新株予約権の行使に際して出資する目的とされる財産は、当該各承継新株予
約権に係る本社債とし、当該各社債の価額は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」に定め
る価額と同額とする。

⑤ 承継新株予約権の行使期間 
別記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為
の効力発生日のうちいずれか遅い日から、別記「新株予約権の行使期間」に定める本新株予約
権の行使期間の満了日までとする。

⑥ 承継新株予約権の行使の条件及び承継新株予約権の取得条項 
別記「新株予約権の行使の条件」及び別記「新株予約権の消却の事由及び消却の条件」に準
じて決定する。 

⑦ 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に
関する事項 
別記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額」に準じて決
定する。 

８　償還の方法及び期限

(１)本社債は、平成20年８月27日にその総額を額面100円につき金100円で償還する。

(２)①次の各号に規定する事由が生じた場合には、本新株予約権付社債の社債権者は、いつでも、その保
有する本社債の全部又は一部を額面100円につき金100円で繰上償還することを、当社に対して請求
する権利を有する。 
(i)税制の変更により本社債に関し当社が行なう支払につき公租公課の源泉徴収又は控除が必要と
なることが判明したとき。 
(ⅱ)当社の組織再編成行為（７に定義する。）、当社の資産の全部若しくは実質上全部の他の者に対
する売却若しくは移転（但し、その条件に従って本新株予約権付社債に基づく義務が相手先に移転
される場合に限る）又はその他の会社再編成手続で本新株予約権付社債に基づく当社の義務が他の
者に引き受けられることとなるもの、に関する機関決定が行われたとき。 
(ⅲ)当社の株式の上場廃止事由が生じたとき。 
②本号①の規定により本社債の繰上償還を請求しようとする本新株予約権付社債の社債権者は、償
還すべき日の30日前までに当社の定める請求書（以下「繰上償還請求書」という。）に繰上償還を
請求しようとする社債の金額を表示し、請求の年月日等を記載してこれに記名捺印した上、本項
（５）記載の償還金支払場所（以下「償還金支払場所」という。）に提出しなければならない。 
③本社債の繰上償還請求の効力は、繰上償還請求書が償還金支払場所に到着したときに生ずるもの
とする。繰上償還請求書を提出した本新株予約権付社債の社債権者は、その後これを取り消すことは
できない。 

(３)本項に定める償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(４)本社債の買入消却は、発行日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。

(５)償還金支払事務取扱者（償還金支払場所） 
株式会社アルデプロ　経営管理本部 
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(3) 【ライツプランの内容】

　　　該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成19年８月28日 
（注）１

756,1444,214,73910,000,00412,937,96910,000,00412,778,939

平成19年８月１日～
平成20年１月31日
（注）２

3,1004,217,8396,20012,944,1696,20012,785,139

（注）１　有償第三者割当増資

 発行価格　　26,450円

 資本組入額　13,225円

 割当先は、ジーエス・ティーケー・ホールディングス・フォー合同会社であります。

２　 新株予約権の行使による増加であります。
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(5) 【大株主の状況】

平成20年１月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

秋元 竜弥 東京都目黒区 1,728,847 40.99

ジーエス・ティーケー・ホール

ディングス・フォー合同会社　代

表社員　ジーエス・ピーアイエー

・ホールディングス合同会社

東京都港区六本木６丁目10番１号　六本木ヒ

ルズ森タワー46階
756,144 17.93

ステート　ストリート　バンク　ア

ンド　トラスト　カンパニー　

（常任代理人　株式会社みずほ

コーポレート銀行）

P.O.BOX　351　BOSTON　MASSACHUSETTS　02101　

U.S.A.

（東京都中央区日本橋兜町６番７号　兜町証

券決済業務室）

153,464 3.64

財団法人秋元国際奨学財団　　　　 東京都新宿区新宿３丁目1－24 100,000 2.37

日本マスタートラスト信託銀行

株式会社（信託口）
東京都港区浜松町２丁目11－３ 79,530 1.89

モルガン・スタンレーアンドカ

ン パ ニ ー イ ン ク

                 

（常任代理人　モルガン・スタン

レー証券株式会社）

1585 BROADWAY NEW YORK,NEW YORK 

10036,U.S.A

（東京都渋谷区恵比寿４丁目20－３　証券管

理本部オペレーション部門）

57,924 1.37

バンク　オブ　ニューヨーク　ジー

シーエム　クライアント　アカウ

ンツ　イー　アイエスジー

（常任代理人　株式会社三菱東京

UFJ銀行）

PETERBOROUGH　COURT　133　FLEET　STREET　

LONDON　EC4A　2BB，UNITED　KINGDOM

（東京都千代田区丸の内２丁目７番１号　決

済事業部）

48,668 1.15

日本トラスティ・サービス信託

銀行株式会社（信託口）
東京都中央区晴海１丁目８－11 45,167 1.07

ゴールドマン・サックス・イン

ターナショナル

（常任代理人　ゴールドマン・

サックス証券株式会社）

133　FLEET　STREET　LONDON　EC　4　A　2　BB，U.K

（東京都港区六本木６丁目10番１号　東京支

店）

44,783 1.06

ピクテ　アンド　シエ

（常任代理人　株式会社三井住友

銀行）

ROUTE DES ACACIAS 60,1227  

CAROUGE, SWITZERLAND

（東京都千代田区丸ノ内１丁目３－２　証券

ファイナンス営業部）

41,424 0.98

計 ― 3,055,951 72.45

（注）　フィデリティ投信株式会社から平成20年１月22日付で変更報告書が関東財務局に提出されており、平成20年１

月15日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けましたが、当社として当中間会計期間末現在における実

質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。　

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

フィデリティ投信株式会社 東京都港区虎ノ門４丁目３－１ 201,833 4.79
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成20年１月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式4,217,8394,217,839
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 4,217,839 ― ―

総株主の議決権 ― 4,217,839 ―

(注)　「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が10株（議決権10個）含まれて

おります。

　

② 【自己株式等】

平成20年１月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数の
割合(％)

― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―

　

２ 【株価の推移】

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】

　

月別 平成19年８月 　９月 　10月 11月 　12月 平成20年１月

最高(円) 33,250 30,50041,400 39,200 37,600 24,000

最低(円) 23,020 17,80027,530 27,610 22,520 16,520

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおける株価を記載しております。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までに役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

(1) 　当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11

年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前中間連結会計期間（平成18年８月１日から平成19年１月31日まで）は、改正前の中間連結財

務諸表規則に基づき、当中間連結会計期間（平成19年８月１日から平成20年１月31日まで）は、改正後

の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

　

(2) 　当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵

省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前中間会計期間（平成18年８月１日から平成19年１月31日まで）は、改正前の中間財務諸表等

規則に基づき、当事業年度（平成19年８月１日から平成20年１月31日まで）は、改正後の中間財務諸表

等規則に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、前中間連結会計期間(平成18年８月１日から平成19年１月31日まで)及び前中間会計期間(平

成18年８月１日から平成19年１月31日まで)は証券取引法第193条の２の規定に基づき、また当中間連

結会計期間(平成19年８月１日から平成20年１月31日まで)及び当中間会計期間(平成19年８月１日か

ら平成20年１月31日まで)は金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、それぞれ中間連結財

務諸表並びに中間財務諸表について、アスカ監査法人により中間監査を受けております。
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１ 【中間連結財務諸表等】

(1) 【中間連結財務諸表】

① 【中間連結貸借対照表】

　

前中間連結会計期間末

(平成19年１月31日)

当中間連結会計期間末

(平成20年１月31日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
(平成19年７月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ　流動資産

１　現金及び預金 ※２ 9,132,352 7,951,350 8,232,508

２　受取手形及び売掛
　　金

162,960 309,534 280,483

３　たな卸資産 ※２ 27,170,628 73,513,464 29,987,587

４　前渡金 ― 13,769,242 5,457,968

５　その他 2,883,640 1,845,689 1,845,613

貸倒引当金 △19,359 △40,445 △36,615

流動資産合計 39,330,22193.8 97,348,83697.7 45,767,54694.4

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産
※
１，２

188,977 483,951 519,693

２　無形固定資産 944,797 1,460,002 1,617,614

３　投資その他の資産 1,451,197 391,239 583,873

固定資産合計 2,584,9726.2 2,335,1942.3 2,721,1805.6

資産合計 41,915,193100.0 99,684,030100.0 48,488,727100.0
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前中間連結会計期間末

(平成19年１月31日)

当中間連結会計期間末

(平成20年１月31日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
(平成19年７月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ　流動負債

１　支払手形及び買掛
　　金

247,616 328,763 518,108

２　短期借入金
※
２，３

22,535,594 43,702,200 24,080,404

３　一年以内返済予定
　　長期借入金

※２ 9,000 31,656 32,016

４　一年以内償還予定
　　社債

― 10,032,720 30,000

５　未払法人税等 2,753,977 2,560,828 3,741,384

６　賞与引当金 37,460 31,614 19,554

７　役員賞与引当金 3,775 9,000 18,000

８　完成工事補償引当　
　　金

― 8,598 7,104

９　その他 ※２ 2,419,442 3,037,752 3,768,273

流動負債合計 28,006,86666.8 59,743,13359.9 32,214,84566.4

Ⅱ　固定負債

１　社債 450,000 745,000 560,000

２　長期借入金 ※２ 32,250 604,653 120,331

３　退職給付引当金 35,915 37,748 38,289

４　負ののれん ― 38,296 45,295

５　その他 ― 23,678 15,158

固定負債合計 518,1651.2 1,449,3761.5 779,0751.6

負債合計 28,525,03168.1 61,192,50961.4 32,993,92168.0

(純資産の部)

Ⅰ　株主資本

１　資本金 2,937,9657.0 12,944,16913.0 2,937,9656.1

２　資本剰余金 2,778,9356.6 12,785,13912.8 2,778,9355.7

３　利益剰余金 7,732,16018.4 12,763,74112.8 9,739,05820.1

株主資本合計 13,449,06032.1 38,493,05038.6 15,455,95831.9

Ⅱ　評価・換算差額等

１　その他有価証券
　　評価差額金

△63,831△0.2 △1,529△0.0 △40△0.0

評価・換算差額等
合計

△63,831△0.2 △1,529△0.0 △40△0.0

Ⅲ　少数株主持分 4,9320.0 ― ― 38,8880.0

純資産合計 13,390,16231.9 38,491,52038.6 15,494,80632.0

負債純資産合計 41,915,193100.0 99,684,030100.0 48,488,727100.0
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② 【中間連結損益計算書】

前中間連結会計期間

(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

当中間連結会計期間

(自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書
(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高 38,523,371100.0 51,218,437100.0 78,184,006100.0

Ⅱ　売上原価 29,131,59475.6 40,262,82378.6 60,076,59176.8

売上総利益 9,391,77624.4 10,955,61321.4 18,107,41523.2

Ⅲ　販売費及び
　　一般管理費

※１ 2,532,1756.6 3,236,4496.3 5,602,3777.2

営業利益 6,859,60117.8 7,719,16415.1 12,505,03816.0

Ⅳ　営業外収益

　１　受取利息及び配当金 1,121 11,061 4,959

　２　受取手数料 ― 76,387 113,400

　３　その他 43,91945,0400.1 53,000140,4480.3 203,499321,8580.4

Ⅴ　営業外費用

　１　支払利息 384,466 512,360 746,086

　２　支払手数料 163,892 396,981 260,439

　３　消費税相殺差損 96,467 104,539 168,310

　４　株式交付費 19,243 92,708 21,492

　５　その他 885 664,9541.7 47,8491,154,4382.3 13,1221,209,4511.5

経常利益 6,239,68716.2 6,705,17513.1 11,617,44414.9

Ⅵ　特別利益

　１　投資有価証券売却益 ― 24,024 ―

　２　貸倒引当金戻入益 29,030 ― 11,296

　３　固定資産売却益 ※２ 923 1,738 923

　４　賞与引当金戻入益 ― 3,816 ―

　５　違約金収入 ― ― 50,000

　６　現金受増益 ― ― 400,000

　７　債務免除益 ― 29,9530.1 15,00044,5790.1 ― 462,2190.6

Ⅶ　特別損失

　１　固定資産除却損 ※３ 1,617 10,345 2,276

　２　固定資産売却損 ※４ ― 11,424 2,410

　３　貸倒引当金繰入額 24,655 ― 2,474

　４　貸倒損失 ― ― 22,250

　５　事業再編費用 ― 65,971 ―

　６　損害賠償損失
　　　引当金繰入額

― ― 119,000

　７　減損損失 ※５ 7,786 9,442 211,564

　８　投資有価証券評価損 18,924 4,573 219,530

　９　投資有価証券売却損 ― 52,9830.1 4,537106,2950.2 ― 579,5070.7

税金等調整前中間
（当期）純利益

6,216,65816.1 6,643,45913.0 11,500,15614.7
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前中間連結会計期間

(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

当中間連結会計期間

(自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書
(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

法人税、住民税
及び事業税

2,721,959 2,386,615 5,320,344

法人税等調整額 △43,1972,678,7617.0 349,7982,736,4135.3△334,8434,985,5006.4

少数株主利益又は少
数株主損失（△）

629 0.0 △8,952△0.0 2,085△0.0

中間(当期)純利益 3,537,2669.2 3,915,9977.6 6,512,5718.3
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③ 【中間連結株主資本等変動計算書】

前中間連結会計期間(自　平成18年８月１日　至　平成19年１月31日)

　

株主資本

資本金 　資本剰余金 　利益剰余金 株主資本合計

平成18年７月31日残高(千円) 2,930,948 2,771,918 5,126,905 10,829,771

当中間連結会計期間中の変動額

　新株の発行 7,017 7,017 ― 14,034

　剰余金の配当 ― ― △932,011 △932,011

　中間純利益 ― ― 3,537,266 3,537,266

　株主資本以外の項目の中間連結
　会計期間中の変動額(純額)

― ― ― ―

中間連結会計期間中の変動額合計
(千円)

7,017 7,017 2,605,255 2,619,289

平成19年１月31日残高(千円) 2,937,965 2,778,935 7,732,160 13,449,060

　

評価・換算差額等

少数株主
持分

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年７月31日残高(千円) ― ― 5,579 10,835,351

当中間連結会計期間中の変動額

　新株の発行 ― ― ― 　14,034

　剰余金の配当 ― ― ― △932,011

　中間純利益 ― ― ― 3,537,266

　株主資本以外の項目の中間連結
　会計期間中の変動額(純額)

△63,831 △63,831 △646 △64,477

中間連結会計期間中の変動額合計
(千円)

△63,831 △63,831 △646 2,554,811

平成19年１月31日残高(千円) △63,831 △63,831 4,932 13,390,162
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当中間連結会計期間(自　平成19年８月１日　至　平成20年１月31日)

　

株主資本

資本金 　資本剰余金 　利益剰余金 株主資本合計

平成19年７月31日残高(千円) 2,937,965 2,778,935 9,739,058 15,455,958

当中間連結会計期間中の変動額

　新株の発行 10,006,204 10,006,204 ― 20,012,408

　剰余金の配当 ― ― △968,406 △968,406

　中間純利益 ― ― 3,915,997 3,915,997

　連結除外による増加高 ― ― 108,239 108,239

　連結除外による減少高 ― ― △39,988 △39,988

　その他 ― ― 8,840 8,840

　株主資本以外の項目の中間連結
　会計期間中の変動額(純額)

― ― ― ―

中間連結会計期間中の変動額合計
(千円)

10,006,204 10,006,204 3,024,683 23,037,092

平成20年１月31日残高(千円) 12,944,169 12,785,139 12,763,741 38,493,050

　

評価・換算差額等

少数株主
持分

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年７月31日残高(千円) △40 △40 38,888 15,494,806

当中間連結会計期間中の変動額

　新株の発行 ― ― ― 20,012,408

　剰余金の配当 ― ― ― △968,406

　中間純利益 ― ― ― 3,915,997

　連結除外による増加高 ― ― ― 108,239

　連結除外による減少高 ― ― ― △39,988

　その他 ― ― ― 8,840

　株主資本以外の項目の中間連結
　会計期間中の変動額(純額)

△1,489 △1,489 △38,888 △40,377

中間連結会計期間中の変動額合計
(千円)

△1,489 △1,489 △38,888 22,996,714

平成20年１月31日残高(千円) △1,529 △1,529 ― 38,491,520
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前連結会計年度の要約連結株主資本等変動計算書

(自　平成18年８月１日　至　平成19年７月31日)

株主資本
評価・換算差額

等
少数株主持分 純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計
その他有価証券
評価差額金

平成18年７月31日残高(千
円)

2,930,9482,771,9185,126,90510,829,771 ― 5,57910,835,351

連結会計年度中の変動額

　新株の発行 7,017 7,017 ― 14,034 ― ― 14,034

　剰余金の配当 ― ― △1,900,418△1,900,418 ― ― △1,900,418

　当期純利益 ― ― 6,512,5716,512,571 ― ― 6,512,571

　株主資本以外の項目の　
　連結会計年度中の変動
　額(純額)

― ― ― ― △40 33,308 33,267

連結会計年度中の変動額
合計(千円)

7,017 7,017 4,612,1524,626,186 △40 33,3084,659,454

平成19年７月31日残高(千
円)

2,937,9652,778,9359,739,05815,455,958 △40 38,88815,494,806
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④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

前中間連結会計期間

(自　平成18年８月１日

至　平成19年１月31日)

当中間連結会計期間

(自　平成19年８月１日

至　平成20年１月31日)

前連結会計年度の

要約連結キャッシュ・

フロー計算書

(自　平成18年８月１日

至　平成19年７月31日)

区分
注記

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間(当期)純利益 6,216,658 6,643,459 11,500,156

減価償却費 18,365 58,604 49,582

のれん償却額 72,771 131,704 145,542

減損損失 ― 9,442 211,564

貸倒引当金の増減額(減少：△) △45,609 16,273 △44,690

賞与引当金の増減額（減少：△） 5,284 12,844 △19,306

役員賞与引当金の増減額（減少：△） △75 △9,000 14,150

現金受贈益 ― ―　 △400,000

退職給付引当金の増加額（減少：△） 1,219 △541 3,594

受取利息及び受取配当金 △1,121 △11,061 △4,959

支払利息 384,446 512,360 746,086

投資有価証券評価損 18,924 4,573 219,530

株式交付費 19,243 92,708 21,492

固定資産除却損 1,617 10,345 2,276

固定資産売却損益 △923 11,424 2,410

投資有価証券売却益 ― △24,024 ―

売上債権の増減額（増加：△） 637,528 △31,819 597,511

たな卸資産の増減額（増加：△） △7,424,056 △43,525,876 △10,009,448

前渡金の増減額（増加：△） △1,369,862 △8,311,274 △4,920,454

その他流動資産の増減額

（増加：△）
△83,804 △304,589 341,212

仕入債務の増減額（減少：△） 19,356 △189,345 115,082

未払消費税等の増減額（減少：△） △4,446 384,007 △399,063

前受金の増減額（減少：△） △37,903 119,229 △149,514

その他流動負債の増減額

（減少：△）
363,495 △1,038,931 1,994,790

その他 △1,471 ― △3,421,578

　　　小計 △1,210,364 △45,439,485 △3,404,029

利息及び配当金の受取額 1,121 11,061 4,959

利息の支払額 △385,872 △509,985 △747,461

法人税等の支払額 △2,760,846 △3,542,070 △4,393,944

現金受贈益 ― ― 400,000

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,355,962 △49,480,479 △8,140,477

EDINET提出書類

株式会社アルデプロ(E04023)

半期報告書

31/99



　

前中間連結会計期間

(自　平成18年８月１日

至　平成19年１月31日)

当中間連結会計期間

(自　平成19年８月１日

至　平成20年１月31日)

前連結会計年度の

要約連結キャッシュ・

フロー計算書

(自　平成18年８月１日

至　平成19年７月31日)

区分
注記

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △365,653 △259,482 △29,030

定期預金の払戻による収入 89,140 50,564 211,771

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

売却による収入
― 2,537 52,021

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

取得による支出
― ― △716,475

出資金の取得による支出 △800,000 △220 △800,000

出資金の回収による収入 850,000 145 850,000

投資有価証券の取得による支出 △235,480 ― △239,480

投資有価証券の売却による収入 ― 35,100 ―

有形固定資産の売却による収入 1,504 2,263 580

有形固定資産の取得による支出 △23,463 △50,916 △149,966

無形固定資産の取得による支出 ― △9,021 △9,826

差入保証金の支払による支出 △255,922 △16,508 △299,023

差入保証金の返還による収入 174,014 305 286,475

貸付による支出 △888 △8 △913

貸付金の回収による収入 266 2 757

その他 11,487 ― 3,245,363

投資活動による

キャッシュ・フロー
△554,993 △245,239 2,402,254

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（減少：△） 5,860,674 19,621,796 7,220,484

長期借入金による収入 45,000 500,000 45,000

長期借入金の返済による支出 △11,170 △16,038 △15,670

社債の発行による収入 ― 10,187,720 ―

株式の発行による収入 14,034 20,012,408 14,034

配当金の支払額 △923,798 △968,406 △1,890,101

その他 △19,243 △92,708 △21,492

財務活動による

キャッシュ・フロー
4,965,495 49,244,771 5,352,253

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額

　　（減少：△）
54,540 △480,947 △385,968

Ⅴ　連結除外に伴う現金及び現金同等物　

　　の減少額
― △9,024 ―

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 8,639,899 8,253,931 8,639,899

Ⅶ　現金及び現金同等物の

中間期末(期末)残高
※1 8,694,440 7,763,958 8,253,931
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間
(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

１　連結の範囲に関す

る事項

連結子会社の数　　３社

連結子会社の名称

ジャパンリアルティスー

パービジョン株式会社

株式会社アルデプロプロ

パティマネジメント

株式会社尾髙電工

すべての子会社を連結

しております。

連結子会社の数　　７社

連結子会社の名称

ジャパンリアルティスー

パービジョン株式会社

株式会社アルデプロプロ

パティマネジメント

株式会社尾髙電工

株式会社オーパス

株式会社サワケンホーム

株式会社日本インベス

ターズサービス

株式会社マッチング・ナ

ビ

すべての子会社を連結

しております。

株式会社勤住ライフは

平成19年12月27日付で清

算が結了し、合計の総資

産、売上高、中間純損益お

よび利益剰余金等はいず

れも中間連結財務諸表に

重要な影響を及ぼしてい

ないため当中間連結会計

期間より連結除外してお

ります。

平成19年９月28日に株

式会社ディベックスマネ

ジメントの全株式を譲渡

したため、同社は子会社

ではなくなりました。

平成19年11月30日に株

式会社ＡＲＴ都市開発の

全株式を譲渡したため、

同社は子会社ではなくな

りました。

連結子会社の数　　10社

連結子会社の名称

ジャパンリアルティスー

パービジョン株式会社

株式会社アルデプロプロ

パティマネジメント

株式会社尾髙電工

株式会社オーパス

株式会社サワケンホーム

株式会社ＡＲＴ都市開発

株式会社勤住ライフ

株式会社日本インベス

ターズサービス

株式会社マッチング・ナ

ビ

株式会社ディベックスマ

ネジメント

すべての子会社を連結

しております。

平成19年３月７日に株

式会社オーパスの全株式

を取得し当社の子会社と

いたしました。また、株式

会社オーパスの100％子

会社である株式会社サワ

ケンホーム及び株式会社

ART都市開発が当社の子

会社となりました。

平成19年４月19日に株

式会社勤住ライフの実施

した第三者割当による新

株式発行を全額引受け、

持ち株比率が93.63％と

なり、子会社といたしま

した。なお、同社は平成19

年８月27日開催の臨時株

主総会において解散を決

議しました。

平成19年４月25日に株

式会社日本インベスター

ズサービスの実施した第

三者割当による新株式発

行を全額引受け、持ち株

比率が75.0％となり、子

会社といたしました。

平成19年６月29日に株

式会社アルデプロプロパ

ティマネジメントが株式

会社マッチング・ナビの

全株式を取得し、また、株

式会社ディベックスマネ

ジメントの全株式を取得

し、両社は当社の子会社

となりました。

項目
前中間連結会計期間
(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)
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２　持分法の適用に関

する事項

非連結子会社及び関連会社

はありません。

関連会社の数　１社

関連会社の名称

株式会社メイプルリビン

グサービス

関連会社の数　１社

関連会社の名称

株式会社メイプルリビン

グサービス

平成19年６月29日に株

式会社アルデプロプロパ

ティマネジメントは株式

会社メイプルリビング

サービスの発行済株式の

40％を取得し、当社の関

連会社となりました。

項目
前中間連結会計期間
(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)
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３　連結子会社の中間

決算日(決算日)等

に関する事項

　連結子会社の中間決算日

が中間連結決算日と異なる

会社は次のとおりでありま

す。

会社名
中間
決算日

株式会社
尾髙電工

11月30日

　連結子会社の中間決算日

現在の財務諸表を使用して

おります。ただし、中間連結

決算日との間に生じた重要

な取引については、連結上

必要な調整を行っておりま

す。

　連結子会社の中間決算日

が中間連結決算日と異なる

会社は次のとおりでありま

す。

会社名
中間
決算日

株式会社
尾髙電工

11月30日

株式会社
オーパス

11月30日

株式会社
サワケン
ホーム

11月30日

株式会社
日本イン
ベスター
ズサービ
ス

11月30日

株式会社
マッチン
グ・ナビ

11月30日

　連結子会社の中間決算日

現在の財務諸表を使用して

おります。ただし、中間連結

決算日との間に生じた重要

な取引については、連結上

必要な調整を行っておりま

す。

　その他の連結子会社の事

業年度の末日は連結決算日

と一致しております。

　なお、関連会社のうち、株

式会社メイプルリビング

サービスの中間決算日は９

月30日であります。連結財

務諸表の作成に当たって

は、連結決算日現在で実施

した仮決算に基づく財務諸

表を使用しております。

　連結子会社の決算日が連

結決算日と異なる会社は次

のとおりであります。

会社名 決算日

株式会社
尾髙電工

５月31日

株 式 会 社
オーパス

５月31日

株式会社サ
ワケンホー
ム

５月31日

株式会社Ａ
ＲＴ都市開
発

５月31日

株式会社勤
住ライフ

５月31日

株式会社日
本インベス
ターズサー
ビス

５月31日

株 式 会 社
マッチング
・ナビ

５月31日

株 式 会 社
ディベック
スマネジメ
ント

３月31日

　連結子会社のうち、決算日

が５月31日である株式会社

尾髙電工、株式会社オーパ

ス、株式会社サワケンホー

ム、株式会社ＡＲＴ都市開

発、株式会社勤住ライフ、株

式会社日本インベスターズ

サービス及び株式会社マッ

チング・ナビについては、

連結子会社の決算日現在の

財務諸表を使用しておりま

す。ただし、連結決算日との

間に生じた重要な取引につ

いては、連結上必要な調整

を行っております。

　また、連結子会社のうち、

株式会社ディベックスマネ

ジメントの決算日は３月31

日であります。連結財務諸

表の作成に当たっては、連

結決算日現在で実施した仮

決算に基づく財務諸表を使

用しております。

　なお、その他の連結子会社

の事業年度の末日は連結決

算日と一致しております。

　なお、関連会社のうち、株

式会社メイプルリビング

サービスの決算日は３月31

日であります。連結財務諸

表の作成に当たっては、連

結決算日現在で実施した仮

決算に基づく財務諸表を使

用しております。

項目
前中間連結会計期間
(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)
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４　会計処理基準に関

する事項
(1)重要な資産の評
価基準及び評価
方法

　

　

　

１. 有価証券

①その他有価証券　　　

時価のあるもの

中間連結会計期間末日の

市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算

定）によっております。

　

時価のないもの

移動平均法による原価法

によっております。

２. たな卸資産

①販売用不動産、仕掛品

個別法による原価法

によっております。

②原材料及び貯蔵品

最終仕入原価法に

よっております。

　

　

１. 有価証券

①その他有価証券

時価のあるもの
同左
　
　
　
　
　
　
時価のないもの

同左

２. たな卸資産

①販売用不動産、仕掛品

同左

　

②原材料及び貯蔵品

同左

　

　

１. 有価証券

①その他有価証券　

時価のあるもの

連結会計年度末日の市場

価格等に基づく時価法（評

価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）に

よっております。

　

時価のないもの

同左

２. たな卸資産

①販売用不動産、仕掛品

同左

　

②原材料及び貯蔵品

同左

項目
前中間連結会計期間
(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)
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(2)重要な減価償却
資産の減価償却
の方法

１. 有形固定資産

定率法によっておりま

す。

但し、平成10年４月１日

以降に取得した建物（附属

設備を除く）については、

定額法を採用しておりま

す。なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。

建物 15～28年

建物付属
設備 ３～22年

構築物 ９～20年

機械及び装
置 ９～15年

車両運搬具 ２～６年
工具器具
備品

３～20年

１. 有形固定資産

同左

　

 同左

　

　

　

　　

建物 ６～39年

建物付属
設備 ８～24年

構築物 ３～50年

機械及び装
置 ５～15年

車両運搬具 ２～６年
工具器具
備品

３～20年

１. 有形固定資産

同左

　

同左

　

　

　

　

建物 ６～39年

建物付属
設備 ８～24年

構築物 ３～50年

機械及び装
置 ５～15年

車両運搬具 ２～６年
工具器具
備品

３～20年

（会計処理の変更）

当社については、当連結

会計年度から法人税法の改

正に伴い、平成19年４月１

日以降取得の固定資産につ

いては、改正法人税法に規

定する償却方法により、減

価償却費を計上しておりま

す。

なお、この変更に伴う営

業利益、経常利益、税金等調

整前当期純利益に与える影

響は軽微であります。

（追加情報）

当連結会計年度から法人

税法の改正に伴い、従前よ

り所有している有形固定資

産の残存価額については、

翌連結会計年度から５年間

の均等償却を行う方法を採

用いたします。

なお、これによる営業利

益、経常利益、税金等調整前

当期純利益に与える影響は

軽微であります。
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項目
前中間連結会計期間
(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

２. 無形固定資産

①ソフトウェア

自社利用のソフトウェ

アについて、社内におけ

る利用可能期間(５年)に

基づく定額法によってお

ります。
―――――――――

　
　
　
　
　
　

―――――――――
　
　
　
　
　
　

―――――――――
　
　
　
　
　
　
　
　

２. 無形固定資産

①ソフトウェア

自社利用のソフトウェ

アについて、社内におけ

る利用可能期間(２年～

５年)に基づく定額法に

よっております。

②特許権

定額法によっておりま

す。なお、償却年数につい

ては、法人税法に規定す

る方法（８年）と同一の

基準によっております。

③商標権

定額法によっておりま

す。なお、償却年数につい

ては、法人税法に規定す

る方法（10年）と同一の

基準によっております。

④水道施設利用権

定額法によっておりま

す。なお、償却年数につい

ては、法人税法に規定す

る方法（15年）と同一の

基準によっております。

２. 無形固定資産

①ソフトウェア

同左

　

　

　

　

②特許権

同左

　

　

　

　

　

③商標権

同左

　

　

　

　

　

④水道施設利用権

同左

　

　

　

　

　

３. 長期前払費用

定額法によっておりま

す。

　

３. 長期前払費用

同左

３. 長期前払費用

同左

　

項目
前中間連結会計期間
(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

(3)重要な引当金の

計上基準

１. 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損

失に備えるため、一般債権

については貸倒実績率に

基づき、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別

に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上して

おります。

１. 貸倒引当金

同左

１. 貸倒引当金

同左

２. 賞与引当金

従業員に対する賞与の

支給に備えて、賞与支給見

込額の当中間連結会計期

間負担額を計上しており

ます。

２. 賞与引当金
同左

２. 賞与引当金

従業員に対する賞与の

支給に備えて、賞与支給見

込額の当連結会計年度負

担額を計上しております。
（追加情報）
当社は、平成19年７月期

から営業部門の従業員の

賞与制度の見直しを行い、

業績連動による業績給の

支払に変更しました。これ

により、平成18年７月期ま

で賞与引当金と表示して

いましたが、平成19年７月

期から未払金に含めてお

ります。
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３．役員賞与引当金

当中間連結会計期間末

に属する役員に対して支

給する賞与の支出に充て

るため、支給見込額に基づ

き当中間連結会計期間に

見合う分を計上しており

ます。

３．役員賞与引当金
同左

３．役員賞与引当金

役員に対して支給する

賞与の支出に充てるため、

支給見込額に基づき当連

結会計年度に見合う分を

計上しております。

４. 退職給付引当金

従業員の退職給付に備

えるため、当中間連結会計

期間末における退職給付

債務に基づき計上してお

ります。

４. 退職給付引当金

同左

　

　

　

４. 退職給付引当金

従業員の退職給付に備

えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務

に基づき計上しておりま

す。
―――――――――

　

　

　

５．完成工事保証引当金

一部の連結子会社は、過

去の保証実績率に基づき

計上しております。

５．完成工事保証引当金

同左

――――――――― ――――――――― ６．損害賠償損失引当金

将来の損害賠償損失に

備えるため当連結会計年

度末における和解金の負

担見込額を計上しており

ます。
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項目
前中間連結会計期間
(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

(4)重要なリース取

引の処理方法

リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

おります。

同左 同左

(5)その他中間連結

財務諸表(連結財

務諸表)作成のた

めの基本となる

重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっており

ます。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左

５　中間連結キャッ

シュ・フロー計算

書(連結キャッ

シュ・フロー計算

書)における資金

の範囲

中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書における資金

(現金及び現金同等物)は、

手許現金、随時引き出し可

能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか

負わない取得日から３ヶ月

以内に償還期限の到来する

短期投資からなっておりま

す。

同左 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金(現金

及び現金同等物)は、手許現

金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動につい

て僅少なリスクしか負わな

い取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投

資からなっております。
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

(会計処理の変更)

前中間連結会計期間
(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

（役員賞与に関する会計基準）
当中間連結会計期間は「役員賞与

に関する会計基準」（企業会計基準

委員会　平成17年11月29日　企業会計

基準第４号）を適用しております。

この結果、従来の方法に比べて、営

業利益、経常利益及び税金等調整前

中間純利益が、7,475千円減少してお

ります。

――――― ―――――

(貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

当中間連結会計期間は「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準委員会　平成

17年12月９日　企業会計基準第５

号）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準委員会　平成17

年12月９日　企業会計基準適用指針

第８号）を適用しております。

これによる損益に与える影響はあ

りません。

中間連結財務諸表規則の改正によ

る中間連結貸借対照表の表示に関す

る変更は以下のとおりであります。
１　前中間連結会計期間における「資
本の部」は、当中間連結会計期間から
「純資産の部」となり、「純資産の
部」は「株主資本の部」及び「評価
・換算差額等」に分類して表示して
おります。
２　前中間連結会計期間において独立
掲記しておりました「資本金」、「資
本剰余金」及び「利益剰余金」は当
中間連結会計期間においては「株主
資本」の内訳科目として表示してお
ります。

――――― ―――――

――――― ――――― （企業結合に係る会計基準）
当連結会計年度より、「企業結合

に係る会計基準」（平成15年10月31

日）及び「企業結合会計基準及び事

業分離会計基準に関する適用指針

（企業会計基準適用指針第10号　平

成17年12月27日）を適用しておりま

す。
――――― ――――― （繰延資産の会計処理に関する当面

の取扱い）
当連結会計年度より、「繰延資産

の会計処理に関する当面の取扱い」

（企業会計基準委員会　平成18年８

月11日　実務対応報告第19号）を適

用しております。これによる損益に

与える影響はありません。

なお、前連結会計年度において営

業外費用の内訳として表示していた

「新株発行費」は、当連結会計年度

より「株式交付費」として表示する

方法に変更しております。
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表示方法の変更

　
前中間連結会計期間
(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日)

（中間連結貸借対照表）

販売用不動産

　前中間連結会計期間において区分掲記していた「販売

用不動産」（当中間連結会計期間26,879,372千円）に

ついては、流動資産の「たな卸資産」に含めて表示して

おります。

仕掛品

　前中間連結会計期間において区分掲記していた「仕掛

品」（当中間連結会計期間291,256千円）については、

資産の総額の100分の５以下となったため、流動資産の

「たな卸資産」に含めて表示しております。

前渡金

　前中間連結会計期間において区分掲記していた「前渡

金」 (当中間連結会計期間1,904,171千円)については、

資産の総額の100分の５以下となったため、流動資産の

「その他」に含めて表示しております。

（中間連結貸借対照表）

前渡金

　前中間連結会計期間まで流動資産の「その他」に含め

て表示しておりました「前渡金」については、資産の総

額の100分の５を超えたため、当中間連結会計期間から

区分掲記しております。なお、前中間連結会計期間の前

渡金残高は1,904,171千円であります。

――――― （中間連結損益計算書）

受取手数料

　前中間連結会計期間まで営業外収益の「その他」に含

めて表示しておりました「受取手数料」については、金

額的重要性が高まったことから、当中間連結会計期間か

ら区分掲記しております。なお、前中間連結会計期間の

受取手数料は27,055千円であります。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書）

　中間連結財務諸表規則の改正によって、当中間連結会

計期間は「営業活動によるキャッシュ・フロー」に区

分掲記されていた「連結調整勘定償却額」は、「のれん

償却額」と表示されております。

―――――
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追加情報

　
前中間連結会計期間
(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

（偶発債務）

当社は、平成18年７月３日付で東

西アセット・マネジメント㈱より、

不動産物件の紹介に係る違約金等と

して178,634千円の支払の催告を受

けております。

当社では、この支払の根拠につい

て事実関係を確認しておりますが、

現時点では、当社に支払義務はない

ものと判断しております。

――――― 当社は、平成18年７月３日付で東

西アセット・マネジメント㈱より、

不動産物件の紹介に係る違約金等と

して178,634千円の支払の催告を受

け、その後、平成18年８月18日付で同

社から訴訟の提起を受けました。平

成19年６月13日に口頭弁論を終結

し、その後裁判所の強い勧告により

平成19年８月22日に和解期日が開か

れ、裁判所から和解金額119,000千円

の提示を受けました。そして、当社は

平成19年９月12日にこの和解に応じ

ました。　

この和解金の費用として、当連結

会計年度において、損害賠償損失引

当金119,000千円を計上しておりま

す。

（留保金課税）

当社の筆頭株主である会長兼代表

取締役社長秋元竜弥の持株比率が平

成19年７月末日において49.99％と

なったことから、当社は法人税法に

規定する留保金課税対象企業から除

外されました。

（セグメンテーション方法の変更）

当社では、中古マンション再活事

業のほかに、中古オフィスビルや商

業施設などの再活を行ってまいりま

した。さらに、今期からは新築マン

ションの分譲、新築オフィスビルの

販売等不動産開発事業にも事業領域

を拡大しております。これら事業の

拡大に伴い、当社では特定のセク

ションが特定の事業に限定せず、各

セクションが全国各地域においてこ

れら複数の事業を推進しておりま

す。このため、これら事業をまとめて

「不動産再活事業」といたしまし

た。

なお、これに伴う営業損益、経常損

益、純損益の区分に影響はございま

せん。
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注記事項

(中間連結貸借対照表関係)

　
前中間連結会計期間末
(平成19年１月31日)

当中間連結会計期間末
(平成20年１月31日)

前連結会計年度末
(平成19年７月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計

額

94,241千円

※１　有形固定資産の減価償却累計

額

167,344千円

※１　有形固定資産の減価償却累計

額

154,174千円

※２　担保資産及び担保付債務

担保資産

  現金及び　
　預金

150,000千円

　たな卸
　資産

19,411,849

　建物 5,125

　土地 64,073

合計 19,631,048

担保付債務

　短期
　借入金

20,793,860千円

合計 20,793,860
　　

※２　担保資産及び担保付債務

担保資産

  現金及び　
　預金

1,150,169千円

　たな卸
　資産

48,537,354

　建物 6,289

　土地 69,973

合計 49,763,788

担保付債務

短期借入
金

40,674,200千円

１年以内
返済予定
長期借入
金

900

長期借入
金

2,645

預り金 700,000

合計 41,377,745
　　

※２　担保資産及び担保付債務

担保資産

　現金及び
　預金

150,000千円

　販売用
　不動産

21,987,450

　建物 5,125

　土地 64,073

合計 22,206,649

担保付債務

　短期
　借入金

22,684,400千円

　預り金 967,000

合計 23,651,400
　　

※３　当社は、取引銀行との間に当座

貸越契約を締結しており、当該

契約に基づく当中間連結会計期

間末の借入未実行残高は次のと

おりであります。

当座貸越契約の総額 3,200,000千円

借入実行残高 978,000

借入未実行残高 2,222,000

※３　当社は、取引銀行との間に当座

貸越契約を締結しており、当該

契約に基づく当中間連結会計期

間末の借入未実行残高は次のと

おりであります。

当座貸越契約の総額 9,050,000千円

借入実行残高 4,998,000

借入未実行残高 4,052,000

※３　当社は、取引銀行との間に当座

貸越契約を締結しており、当該

契約に基づく当連結会計年度末

の借入未実行残高は次のとおり

であります。

当座貸越契約の総額 8,000,000千円

借入実行残高 2,825,000

借入未実行残高 5,175,000

４　　　――――――――― ４ 　受取手形の裏書譲渡高は、4,676

千円であります。

４ 　受取手形の裏書譲渡高は、

12,265千円であります。

５　　　――――――――― ５　家賃保証

㈱アルデプロプロパティマネジメ

ントは、平成20年１月31日現在

237,282千円の賃料保証を行ってお

ります。

５　家賃保証

㈱アルデプロプロパティマネジメ

ントは、平成19年７月31日現在

512,839千円の賃料保証を行ってお

ります。
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(中間連結損益計算書関係)

　
前中間連結会計期間
(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

※１　販売費及び一般管理費の主な
もの

販売手数料 357,511千円

役員報酬 64,743千円

給与及び賞与 638,318千円

賞与引当金繰入額 38,559千円

退職給付費用 1,110千円

役員賞与引当金繰入 7,475千円

修繕費 312,751千円

※１　販売費及び一般管理費の主な
もの

販売手数料 182,776千円

役員報酬 115,259千円

給与及び賞与 843,312千円

賞与引当金繰入額 30,423千円

退職給付費用 2,563千円

役員賞与引当金繰入 9,000千円

修繕費 280,192千円

※１　販売費及び一般管理費の主な
もの

販売手数料 636,042千円

貸倒引当金繰入額 5,695千円

役員賞与引当金繰
入額

18,000千円

給与及び賞与 1,446,239千円

賞与引当金繰入額 18,833千円

退職給付費用 3,620千円

管理諸費 919,826千円

のれん償却額 145,542千円

※２ 固定資産売却益の内訳

車両運搬具  923千円

※２ 固定資産売却益の内訳

車両運搬具 1,738千円

※２　固定資産売却益の内訳

車両運搬具 923千円

※３　固定資産除却損の内訳 ※３　固定資産除却損の内訳 ※３　固定資産除却損の内訳

建物付属設備 1,617千円 建物付属設備 5,402千円

工具器具備品 4,872

車両 71

合計 10,345

建物 1,617千円

工具器具備品 592

電話加入権 66

合計 2,276

※４　　　　――――― ※４　固定資産売却損の内訳

建物 9,643千円

建物付属設備 253

工具器具備品 387

車両 1,139

合計 11,424

※４　固定資産売却損の内訳

建物 2,410千円

※５　減損損失

　当中間連結会計期間において、当

社グループは以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類
金額
（千円）

近畿圏
その他
事業

建物付属設備
工具器具備品

7,786
 

　当社グループは、原則として、
事業の種類別・地域別に資産の
グルーピングを行っておりま
す。その他事業について、一部資
産の遊休化が発生したため、該
当資産の帳簿価額を回収可能価
額まで減額し、減少額を減損損
失として特別損失に計上しまし
た。
　なお、当該資産の回収可能価額
は使用価値により測定しており
ますが、将来キャッシュフロー
に基づく評価額がマイナスであ
るため、回収可能価額はゼロと
算定しております。　

※５　減損損失

当連結会計年度において当社グ

ループは以下の資産グループについ

て減損損失を計上しております。

場所 用途 種類
金額
（千円）

首都圏
その他
事業

建物付属設備
構築物
車両運搬具
工具器具備品

9,442

　当社グループは、原則として、
事業の種類別・地域別に資産の
グルーピングを行っておりま
す。その他事業について、一部資
産の遊休化が発生したため、該
当資産の帳簿価額を回収可能価
額まで減額し、減少額を減損損
失として特別損失に計上しまし
た。
　なお、当該資産の回収可能価額
は使用価値により測定しており
ますが、将来キャッシュフロー
に基づく評価額がマイナスであ
るため、回収可能価額はゼロと
算定しております。　

※５　減損損失

当連結会計年度において当社グ

ループは以下の資産グループについ

て減損損失を計上しております。

(1)　減損損失を認識した主な資産

用途 種類 会社名

遊休資産 建物
機械装置

ジャパン
リ ア ル
ティスー
パ ー ビ
ジョン株
式会社

その他 のれん ジャパン
リ ア ル
ティスー
パ ー ビ
ジョン株
式会社

のれん 株式会社
勤住ライ
フ

のれん 株式会社
ディベッ
クスマネ
ジメント

のれん相
当額

株式会社
メイプル
リビング
サービス

前中間連結会計期間
(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)
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(2)　減損損失の認識にいたった経緯

当初予定していた収益が見込めな
くなったことにより減損損失を認識
しております。
なお、のれん及びのれん相当額に

ついては、出資先関係会社の業績等
を鑑み、投資資金回収期間が長期に
わたる見通しから減損損失を認識し
ております。

(3)　減損損失の金額（合計211,564

千円）

①　ジャパンリアルティスーパービ

ジョン株式会社

建物 1,639千円

機械装置 6,147

のれん 110,460

合計 118,246

②　株式会社勤住ライフ

のれん 29,613千円

合計 29,613

③　株式会社ディベックスマネジメ

ント

のれん 50,912千円

合計 50,912

④　株式会社メイプルリビングサー

ビス

のれん 12,791千円

合計 12,791

(4)　資産のグルーピングの方法

当社グループは減損会計の適用に
当たり、事業単位（関連会社）を基
準とした管理会計上の区分にした
がって資産のグルーピングを行って
おります。

(5)　回収可能価額の算定方法

当社グループの回収可能価額は、
正味売却可能価額及び使用価値を採
用しております。また、正味売却可能
価額については処分価額により算定
しており、使用価値については将来
のキャッシュ・フローを4.71％で割
り引いて算定しております。
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(中間連結株主資本等変動計算書関係)

前中間連結会計期間(自　平成18年８月１日　至　平成19年１月31日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末

株式数
当中間連結会計期間
増加株式数

当中間連結会計期間
減少株式数

当中間連結会計期間末

普通株式(株) 690,379 2,768,216 ― 3,458,595

　
（変動事由の概要）

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

株式分割による増加（１：５） 2,761,516株

ストックオプションの行使による増加 6,700株

　
２　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
　配当額（円）

基準日 効力発生日

平成18年10月29日
定時株主総会

普通株式 932,011 1,350平成18年７月31日平成18年10月31日

　
　(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後となる

もの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年３月６日
取締役会

普通株式 利益剰余金 968,406 280平成19年１月31日平成19年４月６日

　

当中間連結会計期間(自　平成19年８月１日　至　平成20年１月31日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末

株式数
当中間連結会計期間
増加株式数

当中間連結会計期間
減少株式数

当中間連結会計期間末

普通株式(株) 3,458,595 759,244 ― 4,217,839

　
（変動事由の概要）

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

第三者割当による新株式の発行 756,144株

ストックオプションの行使による増加 3,100株

　
２　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
　配当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年10月25日
定時株主総会

普通株式 968,406 280平成19年７月31日平成19年10月26日

　

　(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後となる

もの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年３月14日
取締役会

普通株式 利益剰余金 970,102 230平成20年１月31日平成20年４月14日
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前連結会計年度(自　平成18年８月１日　至　平成19年７月31日)

１．発行済株式に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末

株式数
当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
株式数

普通株式（株） 690,379 2,768,216 ― 3,458,595

（変動事由の概要）

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

ストックオプションの行使による増加 6,700株

株式分割による増加（１：５） 2,761,516株

　

２．配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(千円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成18年10月29日
定時株主総会

普通株式 932,011 1,350平成18年７月31日平成18年10月31日

平成19年３月６日
取締役会

普通株式 968,406 280平成19年１月31日平成19年４月６日

　

(2) 基準日が当連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年10月25日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 968,406 280平成19年７月31日平成19年10月26日
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(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前中間連結会計期間
(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

※１　現金及び現金同等物の中間連

結会計期間末残高と中間連結貸

借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

(平成19年１月31日現在)

現金及び預金勘定 9,132,352千円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金

△488,284

有価証券勘定のうち
マネー・マネジメン
ト・ファンド

50,372

現金及び現金同等物 8,694,440

※１　現金及び現金同等物の中間連

結会計期間末残高と中間連結貸

借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

(平成20年１月31日現在)

現金及び預金勘定 7,951,350千円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金

△237,947

有価証券勘定のうち
マネー・マネジメン
ト・ファンド

50,555

現金及び現金同等物 7,763,958

※１　現金及び現金同等物の連結会

計年度末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額と

の関係

(平成19年７月31日現在)

現金及び預金勘定 8,232,508千円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金

△29,030

有価証券勘定のうち
マネー・マネジメン
ト・ファンド

50,452

現金及び現金同等物 8,253,931

(リース取引関係)

　
前中間連結会計期間
（自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日）

リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンスリース取引

①リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期末

残高相当額

取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

中間期末
残高
相当額
(千円)

工具
器具
備品

7,0002,9164,083

合計 7,0002,9164,083

　
②未経過リース料中間期末残高相当

額

１年内 1,401千円

１年超 2,750

合計 4,152

　
③支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額

支払リース料 729千円

減価償却費相当額 699千円

支払利息相当額 36千円

　
④減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によっており

ます。

⑤利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得

価額相当額の差額を利息相当額と

し、各期への配分方法については、利

息法によっております。

リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンスリース取引

①リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期末

残高相当額

取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

中間期末
残高
相当額
(千円)

工具
器具
備品

7,0004,3162,683

合計 7,0004,3162,683

　
②未経過リース料中間期末残高相当

額

１年内 1,424千円

１年超 1,326

合計 2,750

　
③支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額

支払リース料 729千円

減価償却費相当額 699千円

支払利息相当額 25千円

　
④減価償却費相当額の算定方法

同左

⑤利息相当額の算定方法

同左

リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンスリース取引

①リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び期末残高

相当額

取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

期末残高
相当額
(千円)

工具
器具
備品

7,0003,6163,383

合計 7,0003,6163,383

　
②未経過リース料期末残高相当額

　

１年内 1,412千円

１年超 2,041

合計 3,454

　
③支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額

支払リース料 1,458千円

減価償却費相当額 1,399千円

支払利息相当額 68千円

　
④減価償却費相当額の算定方法

同左

⑤利息相当額の算定方法

同左
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(有価証券関係)

前中間連結会計年度末 (平成19年１月31日現在)
１　満期保有目的の債券で時価のあるもの

該当事項はありません。

　

２　その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表
計上額（千円)

差額（千円)

　①　株式 235,542 128,472 △107,069

　②　債券 ― ― ―

　③　その他 ― ― ―

計 235,542 128,472 △107,069

　

３　時価評価されていない有価証券の内容

区分 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

　①　非上場株式 91,568

　②　マネー・マネジメント・ファンド 50,372

　③　新株予約権 3,480

合計 145,420
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当中間連結会計期間末 (平成20年１月31日現在)
１　満期保有目的の債券で時価のあるもの

該当事項はありません。

　

２　その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表
計上額（千円)

差額（千円)

　①　株式 13,545 11,719 △1,826

　②　債券 ― ― ―

　③　その他 ― ― ―

計 13,545 11,719 △1,826

　

３　時価評価されていない有価証券の内容

区分 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

　①　非上場株式 55,546

　②　マネー・マネジメント・ファンド 50,555

合計 106,101

(注)表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価格であります。なお、当中間連結会計期間において減損処理を

行い、投資有価証券評価損、4,573千円を計上しております。
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前連結会計期間末（平成19年７月31日）
１　満期保有目的の債券で時価のあるもの

該当事項はありません。

　

２　その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（千円)
連結貸借対照表計上額

（千円)
差額（千円)

　①　株式 235,545 49,482 △186,063

　②　債券 ― ― ―

　③　その他 ― ― ―

合計 235,545 49,482 △186,063

　

３　時価評価されていない有価証券の内容

区分 連結貸借対照表計上額（千円）

 その他有価証券

　①　非上場株式　 81,191

　②　マネー・マネジメント・ファンド　 50,452

合計 131,644

　

　

(デリバティブ取引関係)

前中間連結会計期間(自　平成18年８月１日　至　平成19年１月31日)

当社グループはデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

当中間連結会計期間(自　平成19年８月１日　至　平成20年１月31日)

当社グループはデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

前連結会計年度(自　平成18年８月１日　至　平成19年７月31日)

当社グループはデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

(ストック・オプション等関係)

前中間連結会計期間（自　平成18年８月１日　至　平成19年１月31日）

該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自　平成19年８月１日　至　平成20年１月31日）

該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成18年８月１日　至　平成19年７月31日）

該当事項はありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前中間連結会計期間(自 平成18年８月１日　至 平成19年１月31日)
中古マンション

再活事業

（千円）

不動産販売

事業

（千円）

その他事業

（千円）

計

（千円）

消去又は

全社

（千円）

連結

（千円）

売上高

(1) 外部顧客に対

する売上高
14,364,95922,206,7001,951,71038,523,371 ― 38,523,371

(2) セグメント間

の内部売上高

又は振替高

― ― 497,899 497,899（497,899） ―

計 14,364,95922,206,7002,449,61039,021,271（497,899）38,523,371

営業費用 11,804,93317,089,8371,536,84030,431,611　1,232,15831,663,769

営業利益 2,560,0265,116,863912,7708,589,659（1,730,058）6,859,601

(注)　1　事業区分の方法

　商品の種類、性質、販売方法等の類似性、損益集計区分及び関連資産等に照らし、事業を区

分しております。

2　各事業の主な種類

(1)　中古マンション再活事業…中古マンションの販売

(2)　不動産販売事業…ビル、商業施設、ホテル等の販売

(3)　その他…賃料収入、リフォーム売上高、収入手数料等

3　　営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、1,740,790千円

であり、その主なものは、管理部門に係る営業費用であります。

　

EDINET提出書類

株式会社アルデプロ(E04023)

半期報告書

53/99



当中間連結会計期間(自 平成19年８月１日　至 平成20年１月31日)
不動産

再活事業

（千円）

その他事業

（千円）

計

（千円）

消去又は

全社

（千円）

連結

（千円）

売上高

(1) 外部顧客に対

する売上高
48,282,7792,935,65751,218,437 ― 51,218,437

(2) セグメント間

の内部売上高

又は振替高

― 748,985 748,985（748,985） ―

計 48,282,7793,684,64351,967,422（748,985）51,218,437

営業費用 40,083,3942,593,36242,676,756822,515　　43,499,272

営業利益 8,199,3841,091,2819,290,666（1,571,501）7,719,164

(注)　1　事業区分の方法

内部管理上採用している区分によっております。

2　各事業の主な内容

(1)　不動産再活事業…中古マンション、中古オフィスビル等の販売、新築マンションの分

譲、新築オフィスビル等の販売

(2)　その他…賃料収入、リフォーム売上高、収入手数料等

3　営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、1,537,875千円で

あり、その主なものは、管理部門に係る営業費用であります。

4　従来、事業区分は、「中古マンション再活事業」、「不動産販売事業」、「その他事業」の３

区分によっておりましたが、前連結会計年度より「不動産再活事業」、「その他事業」の

２区分に変更しました。

当社では、中古マンション再活事業のほかに、中古のオフィスビルや商業施設などの再活

を行ってまいりました。さらに、今期からは新築マンションの分譲、新築オフィスビルの

販売等不動産開発事業にも事業領域を拡大しております。これら事業の拡大に伴い、当社

では特定のセクションが特定の事業に限定せず、各セクションが全国各地域においてこ

れら複数の事業を推進しております。このため、これら事業をまとめて「不動産再活事

業」といたしました。

なお、前中間連結会計期間の事業の種類別セグメント情報を、当中間連結会計期間におい

て用いた事業区分の方法により区分すると次のようになります。

不動産

再活事業

（千円）

その他事業

（千円）

計

（千円）

消去又は

全社

（千円）

連結

（千円）

売上高

(1) 外部顧客に対

する売上高
36,571,6601,951,71038,523,371 ― 38,523,371

(2) セグメント間

の内部売上高

又は振替高

― 497,899 497,899（497,899） ―

計 36,571,6602,449,61039,021,271（497,899）38,523,371

営業費用 28,894,7701,536,84030,431,6111,232,15831,663,769

営業利益 7,676,889912,7708,589,659（1,730,058）6,859,601
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(注)　1　事業区分の方法

内部管理上採用している区分によっております。

2　各事業の主な内容

(1)　不動産再活事業…中古マンション、中古オフィスビル等の販売、新築マンションの分

譲、新築オフィスビル等の販売

(2)　その他…賃料収入、リフォーム売上高、収入手数料等

3　営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、1,740,790千円で

あり、その主なものは、管理部門に係る営業費用であります。

　

EDINET提出書類

株式会社アルデプロ(E04023)

半期報告書

55/99



前連結会計年度(自 平成18年８月１日　至 平成19年７月31日)

不動産再活事業

（千円）

その他事業

（千円）

計

（千円）

消去又は

全社

（千円）

連結

（千円）

売上高

(1) 外部顧客に対

する売上高
74,189,6983,994,30878,184,006 ― 78,184,006

(2) セグメント間

の内部売上高

又は振替高

― 1,145,9201,145,920（1,145,920） ―

計 74,189,6985,140,22879,329,926（1,145,920）78,184,006

営業費用 58,291,9533,579,19461,871,1483,807,82065,678,968

営業利益 15,897,7441,561,03417,458,778(4,953,740)12,505,038

(注)　1　事業区分の方法

内部管理上採用している区分によっております。

2　各事業の主な内容

(1)　不動産再活事業…中古マンション、中古オフィスビル等の販売、新築マンションの分

譲、新築オフィスビル等の販売

(2)　その他…賃料収入、リフォーム売上高、収入手数料等

3　営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、4,953,740千円で

あり、その主なものは、管理部門に係る営業費用であります。

4　従来、事業区分は、「中古マンション再活事業」、「不動産販売事業」、「その他事業」の３

区分によっておりましたが、当連結会計年度より「不動産再活事業」、「その他事業」の

２区分に変更しました。

当社では、中古マンション再活事業のほかに、中古のオフィスビルや商業施設などの再

活を行ってまいりました。さらに、今期からは新築マンションの分譲、新築オフィスビルの

販売等不動産開発事業にも事業領域を拡大しております。これら事業の拡大に伴い、当社

では特定のセクションが特定の事業に限定せず、各セクションが全国各地域においてこれ

ら複数の事業を推進しております。このため、これら事業をまとめて「不動産再活事業」

といたしました。
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【所在地別セグメント情報】

前中間連結会計期間(自　平成18年８月１日　至　平成19年１月31日)

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

当中間連結会計期間(自　平成19年８月１日　至　平成20年１月31日)

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

前連結会計年度(自　平成18年８月１日　至　平成19年７月31日)

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありませ　　

　　ん。

　

【海外売上高】

前中間連結会計期間(自　平成18年８月１日　至　平成19年１月31日)

海外売上高がないため、該当事項はありません。

当中間連結会計期間(自　平成19年８月１日　至　平成20年１月31日)

海外売上高がないため、該当事項はありません。

前連結会計年度(自　平成18年８月１日　至　平成19年７月31日)

海外売上高がないため、該当事項はありません。
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(企業結合等関係) 

当中間連結会計期間（自　平成19年８月１日　至　平成20年１月31日）

　　該当事項はありません。 

前連結会計年度（自　平成18年８月１日　至　平成19年７月31日） 

（事業譲受） 　

１．被取得企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的　　

　　　形式、結合後企業の名称及び取得した議決権比率 

(1)　事業を譲受けた企業の名称及び事業の内容 

　　　株式会社ディベックス　その他事業 

(2)　企業結合を行った主な理由 

　　　当社グループで行っているその他事業のうちのプロパティマネジメント（以下、「ＰＭ」）　

　　　事業を強化するため、首都圏に約1,200戸の管理戸数を抱える株式会社ディベックスのＰＭ部

　　　門を株式会社アルデプロプロパティマネジメントが譲受けました。 

(3)　企業結合日 

　　　平成19年６月30日 

(4)　企業結合の法的形式 

　　　事業譲受 

(5)　結合後企業の名称 

　　　株式会社アルデプロプロパティマネジメント 

２．連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間 

　　　平成19年６月30日から平成19年７月31日まで 

３．取得した事業の取得原価及びその内容 

　　　取得に直接要した支出 

取得の対価

事業譲受費用 9,999千円

取得に要した費用 ―

取得原価 9,999

４．発生したのれん又は負ののれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間 

(1)　のれんの金額　　5,718千円 

(2)　発生原因 

　　　　　株式会社ディベックスのＰＭ部門の今後の事業展開によって期待される将来の超過収益

　　　　力の合理的な見積りにより発生したものであります。 

(3)　償却の方法及び償却期間 

　　　　　５年間で均等償却 

５．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその内訳

　(1) 資産の額

流動資産 77,404千円

固定資産 31,806

合計 109,210

　(2) 負債の額

流動負債 32,894千円

固定負債 72,320
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合計 105,215

６．企業結合契約に規定される条件付取得対価の内容及び当該連結会計年度以降の会計処理方針 

　　　該当事項はありません。 

７．取得原価のうち研究開発費等に配分され費用処理された金額及びその科目名 

　　　該当事項はありません。 

８．企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計　

　　　算書に及ぼす影響の概算額  

　売上高及び損益情報 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

売上高 　 474,194千円 

営業利益 21,727千円 

経常利益 21,787千円 

税金等調整前当期純利益  21,787千円 

当期純利益 21,787千円 

１株当たり当期純利益 　108千円 

（概算額の算定方法及び重要な前提条件） 

　企業結合が当連結会計年度開始日に完了したと仮定して、売上高及び損益情報を計算しておりま 

　す。なお、当該注記については監査を受けておりません。

（パーチェス法適用） 

１．被取得企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的　

　　　形式、結合後企業の名称及び取得した議決権比率 

被取得企業の名称 ㈱オーパス ㈱サワケンホーム ㈱ＡＲＴ都市開発 ㈱勤住ライフ

被取得企業の事業の
内容 

その他事業 その他事業 その他事業  その他事業

企業結合を行った理
由

 プロパティマネジ
メント分野における
シナジー、コスト削
減効果 

総合建設業分野の事
業拡大

 建築設計監理分野
の拡大 

不動産販売における
事業拡大

企業結合日 平成19年３月７日 平成19年３月７日 平成19年３月７日 平成19年４月19日

企業結合の法的形式
 

買収  買収  買収  増資引受

結合後企業の名称 ㈱オーパス ㈱サワケンホーム ㈱ART都市開発 ㈱勤住ライフ

取得した議決権比率
 

100%  100% 100% 93.63%

　

被取得企業の名称 
㈱日本インベスターズサー
ビス

㈱マッチング・ナビ 
㈱ディベックスマネジメン
ト

被取得企業の事業の
内容 

その他事業 その他事業  その他事業

企業結合を行った理
由

広告・出版分野への進出
プロパティマネジメント分
野の強化 

プロパティマネジメント分
野の強化 

企業結合日 平成19年４月27日 平成19年６月29日 平成19年６月30日

企業結合の法的形式
 

増資引受  買収  買収

結合後企業の名称 
㈱日本インベスターズサー
ビス

㈱マッチング・ナビ 
㈱ディベックスマネジメン
ト

取得した議決権比率
 

 75% 100% 100%

２．連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間 

　　　期末日をみなし取得日としているため、業績は含まれておりません。 
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３．取得した事業の取得原価及びその内容 

被取得企業の名称 ㈱オーパス ㈱サワケンホーム ㈱ＡＲＴ都市開発 ㈱勤住ライフ

取得の対価 
　株式の取得費用(千
円） 1,011,108 ― ― 500,000
取得に要した費用 
　デューディリジェ
ンス費用(千円） 76,650 ― ― ―

取得原価(千円） 1,087,756 ― ― 500,000

　

被取得企業の名称 
㈱日本インベスターズサー
ビス 

㈱マッチング・ナビ 
㈱ディベックスマネジメン
ト

取得の対価 
　株式の取得費用(千
円） 7,500 10,000 0
取得に要した費用 
　デューディリジェ
ンス費用(千円） ― ― ―

取得原価(千円） 7,500 10,000 0

　

４．発生したのれん又は負ののれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間 

　　(1)　のれんの金額 

①　株式会社オーパス 792,810千円

②　株式会社サワケンホーム ―

③　株式会社ＡＲＴ都市開発  ―

④　株式会社勤住ライフ 　 29,613千円

⑤　株式会社日本インベスターズサービス 18,315千円

⑥　株式会社マッチング・ナビ 13,573千円

⑦　株式会社ディベックスマネジメント 50,912千円

(2)　発生原因 

　　各社の今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力の合理的な見積りにより発生し

　　たものであります。 

(3)　償却の方法及び償却期間 

①　株式会社オーパス ５年で均等償却

②　株式会社サワケンホーム ―

③　株式会社ＡＲＴ都市開発  ―

④　株式会社勤住ライフ 　 一括償却

⑤　株式会社日本インベスターズサービス ５年で均等償却

⑥　株式会社マッチング・ナビ ５年で均等償却

⑦　株式会社ディベックスマネジメント 一括償却

５．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその内訳

(1) 資産の額

流動資産 1,317,619千円

固定資産 361,895

合計 1,679,514

(2) 負債の額

流動負債 683,854千円

固定負債 263,126

合計 946,980
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６．企業結合契約に規定される条件付取得対価の内容及び当該連結会計年度以降の会計処理方針 

　　　該当事項はありません。 

７．取得原価のうち研究開発費等に配分され費用処理された金額及びその科目名 

　　　該当事項はありません。 

８．企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計

　　　算書に及ぼす影響の概算額 

　　　売上高及び損益情報 

売上高 　 2,189,020千円 

営業利益 5,436千円 

経常利益 156,857千円 

当期純利益 51,583千円 

（概算額の算定方法及び重要な前提条件） 

　企業結合が当連結会計年度開始日に完了し、当連結会計年度開始日から株式会社オーパス、株式会社サワ

ケンホーム、株式会社ＡＲＴ都市開発、株式会社マッチング・ナビ、株式会社ディベックスマネジメントの

議決権の所有割合が100％であると仮定し、また株式会社勤住ライフの議決権の所有割合が93.63％、株式会

社日本インベスターズサービスの議決権の所有割合が75.0%であると仮定して、売上高及び損益情報を計算

しております。 

　なお、当該注記については監査を受けておりません。 
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(１株当たり情報)

　

項目
前中間連結会計期間
(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

１株当たり純資産額 3,870円13銭 9,125円89銭 4,468円84銭

１株当たり中間(当期)純利益 1,023円90銭 953円87銭 1,884円08銭

潜在株式調整後１株当たり中間
(当期)純利益

1,019円95銭 952円46銭 1,878円23銭

当社は、平成18年８月
１日付で１株を５株に
分割いたしました。
当該株式分割が前期
首に行われたと仮定し
た場合の１株当たり情
報については、それぞれ
以下のとおりとなりま
す。

前中間連結
会計期間

前連結
会計年度
　

１株当た
り純資産
額
1,552円96
銭

１株当た
り純資産
額
3,138円95
銭
　

１株当た
り中間純
利益 
428円５銭

１株当た
り当期純
利益
1,114円42
銭
　

潜在株式
調整後１
株当たり
中間純利
益
422円28銭
　

潜在株式
調整後１
株当たり
当期純利
益
1,102円24
銭
　

　

　 当社は、平成18年８月
１日付で１株を５株に
分割いたしました。
当該株式分割が前期
首に行われたと仮定し
た場合の前連結会計年
度の１株当たりの情報
については、以下のとお
りであります。

前連結会計年度

１株当た
り純資産
額

3,138円95
銭

１株当た
り当期純
利益 

1,114円42
銭

潜在株式
調整後１
株当たり
当期純利
益

1,102円24
銭

(注)　算定上の基礎

１　１株当たり純資産額

項目
前中間連結会計期間末

(平成19年１月31日)

当中間連結会計期間末

(平成20年１月31日)

前連結会計年度末

(平成19年７月31日)

中間連結貸借対照表の純資産の部の合
計額(千円)

13,390,162 38,491,520 15,494,806

普通株式に係る純資産額(千円) 13,385,230 38,491,520 15,455,917

差額の主な内訳（千円）

　少数株主持分
4,932 ― 38,888

普通株式の発行済株式数(株) 3,458,595 4,217,839 3,458,595

普通株式の自己株式数(株) ― ― ―

１株当たり純資産額の算定に用いられ
た普通株式の数(株)

3,458,595 4,217,839 3,458,595
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２　１株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益

項目
前中間連結会計期間
(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

１株当たり中間(当期)純利益

中間(当期)純利益(千円) 3,537,266 3,915,997 6,512,571

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ―

普通株式に係る
中間(当期)純利益(千円)

3,537,266 3,915,997 6,512,571

普通株式の期中平均株式数(株) 3,454,699 4,105,361 3,456,631

潜在株式調整後

１株当たり中間(当期)純利益

中間(当期)純利益調整額(千円) ― ― ―

普通株式増加数(株) 6,700 6,094 10,774

(うち新株予約権(株)) (6,700) (6,094) (10,774)

希薄化効果を有しないため、潜在株式
調整後１株当たり中間(当期)純利益の
算定に含めなかった潜在株式の概要

―
第１回無担保転換社債
型新株予約権付社債

297,700株
―
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(重要な後発事象)

前中間連結会計期間
(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

Ⅰ.　株式会社オーパスの株式取得
（子会社化）
当社は、平成19年３月７日開催の

取締役会決議に基づき、建築資材販

売、コンサルティング会社である株

式会社オーパス（以下、「オーパ

ス」という）の全株式を同日付で

取得し、同社を子会社としておりま

す。また、株式会社オーパスの100％

子会社として株式会社サワケン

ホーム及び株式会社ＡＲＴ都市開

発がありますが、併せて当社のグ

ループとなります。
1.　株式取得について
(1)　取得する株式数　125株

（発行済株式数の全株）

(2)　取得日　平成19年３月７日

(3)　取得先　澤田升男

(4)　取得価額　1,011,108千円

(5)　取得する理由

①当社グループ内に、建築資材販

売、建築コスト低減ノウハウ販

売、コンサルティング等に豊富

な経験と実績を持つオーパスが

加わることで、グループとして

の総合力を高められること。

②オーパスは、子会社に株式会社

サワケンホーム、株式会社ART都

市開発を有し、株式会社サワケ

ンホームは総合建設・設計・施

工分野で、株式会社ART都市開発

は建築の設計・監理で豊富な実

績を有すること。

③オーパスと株式会社アルデプロ

プロパティマネジメントとのシ

ナジーが期待できること。
2.　子会社となる会社の概要
(1)　商号　株式会社オーパス

(2)　代表者　代表取締役　作山哲

(3)　本店所在地　岐阜県各務原市蘇

原東島町三丁目100番地の１

(4)　設立年月　平成11年10月

(5)　資本金　1,000万円

(6)　発行済株式数　125株

(7)　主な事業内容　

建築資材販売、住宅、店舗のリ

フォーム及びメンテナンス

(8)　決算期　５月31日

(9)　従業員数　14名

(10) 直近決算期における営業の状

況及び総資産・純資産の額

［平成18年５月31日］

①売上高        883,049千円

②営業利益      103,223千円

③経常利益      127,903千円

Ⅰ．株式会社尾髙電工の株式譲渡に
ついて
当社は平成20年２月18日開催の

取締役会において、当社100%子会社

である株式会社尾髙電工の発行済

株式全株を譲渡することを決議し、

同日譲渡いたしました。
1.　株式譲渡の理由
当社は、平成18年３月に電気通信

工事業を営む株式会社尾髙電工の

発行済株式の全株を取得し、子会社

といたしました。同社の業績はこれ

まで電気通信工事業を中心に堅調

に推移してまいりました。

一方、当社グループにおきまして

は、当社仕入物件の内装工事、設備

工事を手がける子会社が増えてき

たことにより、グループ会社各社の

事業内容・グループ内における役

割を見直してまいりました。 

こうした状況下、当社グループに

おいて経営資源の選択と集中を進

めるため、このたび株式会社尾髙電

工の発行済株式の全株を譲渡する

ことにいたしました。これにより、

同社は当社の連結子会社から除外

されます。
2.　対象会社の概要
(1)商号 株式会社尾髙電

工
(2)代表者 代表取締役社長　

尾髙功將

(3)所在地 千葉県千葉市中
央区浜野町594番
地３

(4)設立年月日 昭和48年11月

(5)主な事業の内
容

電気通信工事業、
消防施設工事業、
機械器具設置工
事業、管工事業

(6)決算期 5月31日

(7)従業員数 17名（平成19年
７月31日現在）

(8)主な事業所 千葉県千葉市

(9)資本金 １億円

(10)発行済株式数 200,000株

(11)大株主構成お
よび所有割合

株式会社アルデ
プロ　100%

Ⅰ．第三者割当による新株式の発行
について
当社は、平成19年８月10日開催の

取締役会において、ゴールドマン・

サックスが出資するジーエス・

ティーケー・ホールディングス・

フォー合同会社を引受先とする第

三者割当による新株式の発行を決

議し、平成19年８月28日に払込が完

了しました。

当該新株式の発行の要領は、下記

のとおりであります。
１． 発行新株式

数
756,144株

２． 発行価額 26,450円

３． 発行価額の
総額

20,000,008,800円

４． 資本組入額 10,000,004,400円
（ １ 株 に つ き
13,225円）

５． 募集又は割
当方法

第三者割当による
新株式発行

６． 申込期間 平成19年８月28日

７． 払込期日 平成19年８月28日

８． 新株券交付
日

割当先から株券不
所持の申し出を受
けたため、株券は
交付しない

９． 配当起算日 平成19年８月１日

10.資金使途 不動産物件の仕入
れに充当

Ⅱ．第三者割当による転換社債型新
株予約権付社債の発行について
当社は、平成19年８月10日開催の

取締役会において、ゴールドマン・

サックスが出資するジーエス・

ティーケー・ホールディングス・

フォー合同会社を引受先とする第

三者割当による転換社債型新株予

約権付社債の発行を決議し、平成19

年８月28日に払込が完了しました。

当該転換社債型新株予約権付社

債の発行の要領は、下記のとおりで

あります。
１． 募集社債

の名称
株式会社アルデプロ
第１回無担保転換社
債型新株予約権付社
債

２． 募集社債
の総額

金10,002,720,000円

３． 各募集社
債の金額

金100,027,200円の
１種

４． 利率 本社債には利息を付
さない。
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前中間連結会計期間
(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

④当期純利益　　 75,264千円

⑤総資産        578,937千円

⑥株主資本      203,782千円
3.　孫会社の概要
(1)　商号　株式会社サワケンホーム

(2)　代表者　代表取締役　梅田信一

(3)　本店所在地　岐阜県各務原市蘇

原東島町三丁目100番地の1

(4)　設立年月　昭和53年６月

(5)　資本金　2,000万円

(6)　発行済株式数　10,862株

(7)　主な事業内容　

建設業請負および設計施工

(8)　建設業許可

岐阜県知事(特－16)第8117号

(9)　決算期　５月31日

(10) 従業員数　17名

(11) 直近決算期における営業の状

況及び総資産・純資産の額

［平成18年５月31日］

①売上高      1,656,966千円

②営業利益      150,386千円

③経常利益      185,120千円

④当期純利益　　147,175千円

⑤総資産        786,946千円

⑥株主資本      175,072千円
4.　孫会社の概要
(1)　商号　株式会社ART都市開発

(2)　代表者　代表取締役　櫻井宮雄

(3)　本店所在地　岐阜県美濃市片知

1555番地１

(4)　設立年月　平成16年７月

(5)　資本金　1,000万円

(6)　発行済株式数　200株

(7)　主な事業内容　

建設の設計・監理

(8)　建設業許可

愛知県知事(い－17)第11030号

(9)　決算期　５月31日

(10) 従業員数　４名

(11) 直近決算期における営業の状

況及び総資産・純資産の額

［平成18年５月31日］

①売上高        111,547千円

②営業損失      　2,874千円

③経常損失      　2,072千円

④当期純損失　　  2,044千円

（12）最近事業年度における業績の動
向

H18.5期H19.5期

売上高 664百万円688百万円

売上総利益 140百万円129百万円

営業利益 15百万円 32百万円

経常利益 15百万円 33百万円

当期純利益 9百万円 18百万円

総資産 660百万円785百万円

純資産 510百万円529百万円

1株当たり配
当金

0円 0円

3.　譲渡先
(1)商号 東テク株式会社

(2)代表者 代表取締役社長　
長尾克己

(3)本店所在地 東京都中央区日本
橋本町四丁目８番
14号

(4)主な事業内容 熱源設備関連機器
・空調設備関連機
器等の販売業

(5)当社との関係 該当事項はありま
せん。

4.　株式の状況等
(1)異動前
の所有
株式数

200,000株（所有割合
100%）

(2)譲渡株
式数

200,000株（譲渡価額
６億2000
万円）

(3)異動後
の所有
株式数

０株（所有割合
０%）

5.　日程等
取締役会決議日　平成20年２月18日
株券引渡し期日　平成20年２月18日

５. 各募集社
債の払込
金額

金100,027,200円
（額面100円につき
金100円）

６. 償還価額 額面100円につき金
100円

７. 申込期日 平成19年８月28日

８. 払込期日
及び発行
日

平成19年８月28日

９. 募集の方
法

第三者割当の方法に
より、全額をジーエ
ス・ティーケー・
ホールディングス・
フォー合同会社に割
り当てる。

10.物上担保・保証の有無

本新株予約権付社債には物上
担保及び保証は付されておら
ず、又、本新株予約権付社債の
ために特に留保されている資
産はない。

11.償還の方法及び期限

(1)本社債は、平成20年８月27
日にその総額を額面100
円につき金100円で償還
する。

(2)本新株予約権付社債の発
行の引受に係る契約に規
定する事由が生じた場合
には、本新株予約権付社
債の社債権者は、いつで
も、その保有する本社債
の全部又は一部を額面
100円につき金100円で繰
上償還することを、当社
に対して請求する権利を
有する。

12.本新株予約権に関する事項

(1)本社債に付された本新株
予約権の数
各本社債に付された本新
株予約権の数は1個とし、
合計100個の本新株予約
権を発行する。

(2)本新株予約権と引換えに
する金銭の払込みの要
否
払込みを要しない。

(3)本新株予約権を割当てる
日（以下「割当日」と
いう。）
平成19年８月28日。
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前中間連結会計期間
(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

⑤総資産         25,752千円
⑥株主資本        9,249千円

Ⅱ.　株式会社勤住ライフの株式取得
（子会社化）

1.　株式取得の理由
当社は、中期経営計画において外

部戦略としてプロパティマネジメ

ント事業やデベロッパー、戸建・ア

パート、不動産関連事業などへの

M&Aを推進しております。この一環

として、株式会社勤住ライフ（以下

「勤住ライフ」という)の実施する

第三者割当増資を全額引き受け、子

会社といたします。

勤住ライフは、日本勤労者住宅協

会の関連会社ですが、日本勤労者住

宅協会は平成18年10月17日付で東

京地方裁判所より民事再生法に基

づく再生計画が認可されておりま

す。こうした状況を受けて、勤住ラ

イフは資金的な支援を求めており

ました。

勤住ライフは全国的な住宅供給

のノウハウを持っております。当社

は現在全国展開しておりますが、勤

住ライフが実施するこのたびの第

三者割当増資に応じ、事業面におい

ても協力体制を築くことが、勤住ラ

イフの業績向上、ひいては当社グ

ループの発展にもつながると判断

いたしました。
2.　子会社となる会社の概要
(1)　商号　株式会社勤住ライフ
(2)　代表者　

　　　代表取締役　上野貞章
(3)　本店所在地　東京都文京区本郷

三丁目23番１号
(4)　設立年月　昭和61年７月
(5)　主な事業内容　

土地、建物の売買、賃貸、交換、
仲介ならびに不動産の鑑定及
びコンサルタント等

(6)　決算期　      ３月31日
(7)  従業員数　        ４名
(8)  資本金　　　 3,000万円
(9)　発行済株式数　　 680株
3.　最近事業年度における業績動向

平成18年3月
期

売上高 106百万円

売上総利益 24百万円

営業利益 ２百万円

経常利益 ２百万円

当期純利益 ２百万円

総資産 57百万円

純資産 52百万円

1株当たり配
当金

０円

　

(4)本新株予約権の目的であ
る株式の種類及び種類ご
との数の算定方法
本新株予約権の目的であ
る株式の種類は当社普通
株式とし、本新株予約権
を行使することにより当
社が当社普通株式を新た
に発行又はこれに代えて
当社の有する当社普通株
式を処分する数は、行使
された本新株予約権に係
る本社債の払込金額の総
額を本項第（8）号②記
載の転換価額（ただし、
調整された場合は調整後
の転換価額）で除して得
られる最大整数とする。

(5)本新株予約権の行使期間

平成19年８月29日から平
成20年８月26日まで

(6)その他の本新株予約権の
行使の条件
各本新株予約権の一部行
使はできないものとす
る。

(7)当社による本新株予約権
の取得条項
本新株予約権の取得条項
は定めない。

(8)本新株予約権の行使に際
して出資の目的とされる
財産の内容及びその価額
①本新株予約権1個の行
使に際してする出資の
目的とされる財産は、
当該本新株予約権に係
る本社債とし、当該本
社債の価額は、当該本
社債の払込金額と同額
とする。

②本新株予約権の行使に
際して出資をなすべき
1株当たりの額（以下
「転換価額」とい
う。）は、当初33,600円
とする。なお、転換価額
は調整されることがあ
る。

(9)本新株予約権の行使によ
り株式を発行する場合に
おける増加する資本金及
び資本準備金に関する事
項
①本新株予約権の行使に
より株式を発行する場
合において増加する資
本金の額は、会社計算
規則第40条第１項に従
い算出される資本金等
増加限度額の２分の１
の金額とし、計算の結
果1円未満の端数が生
じたときは、その端数
を切り上げるものとす
る。
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　 前中間連結会計期間
(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

4.　株式取得の方法
　株式会社勤住ライフが実施する

　　次の増資に当社が全額出資
①発行済株式数   10,000株
②発行価額

　　　　　　１株当たり50,000円
③発行価額中資本に組み入れな

　　　い額
　　　　　　１株当たり25,000円

④資本増加日　
　　　　　　　平成19年４月19日

⑤割当方法　第三者割当増資
⑥割当先および株数

　　　（住所）東京都新宿区新宿三丁
　　　　　　　目１番24号
　　　（名称）株式会社アルデプロ
　　　　　　　代表取締役　秋元竜弥
　　　（株数）　　　　　  10,000株

⑦配当起算日 平成19年４月１日
⑧増資後資本金  ２億8,000万円

5. 取得株式数、取得価額および取得
前後の所有株式の状況

(1)　異動前の所有株式数　　０株
   （議決権の数０個）

　　 　　（所有割合　０％）
(2)　取得株式数　　　　10,000株
   （議決権の数10,000個）

　　　（取得価額500百万円）
(3）異動後の所有株式数　10,000株
  （議決権の数10,000個）

　  　（所有割合　93.63％）
6.　日程
　 平成19年４月19日 取締役会決議
　 平成19年４月19日　払込日
Ⅲ.　株式会社日本インベスターズ
サービスの株式取得（子会社
化）
当社は、平成19年４月25日開催の

取締役会において、株式会社日本イ

ンベスターズサービスの行う第三

者割当増資に出資して、子会社とす

ることを決議し、４月27日付で当社

子会社となりました。
1.　株式取得の理由
当社はこれまで広報活動の一環

として、ＩＲ活動に注力してまいり

ました。今後は、さらに多くの投資

者や消費者に対して当社グループ

の認知度を高め、さらに当社ビジネ

スモデルをより深くご理解頂きた

いと考えております。

こうした考えのもと、個人投資家

から積極的なご支持を獲得するた

め、この度当社は投資初心者向けの

フリーマガジンである「モテカ

ブ」を発行する株式会社日本イン

ベスターズサービスに資本参加す

ることといたしました。今後は同社

の経営を支援しつつ、当社のＰＲ媒

体としても活用してまいります。

②本新株予約権の行使に
より株式を発行する
場合において増加す
る資本準備金の額は、
前号記載の資本金等
増加限度額から前号
に定める増加する資
本金の額を減じた額
とする。

13.配 当 起
算日

剰余金の配当（会
社法第454条第５項
に定められた金銭
の分配を含む。）に
ついては、当該配当
を受領する権利を
有する株主を確定
させるための基準
日以前に本新株予
約権の権利行使に
より交付された当
社普通株式を、当該
基準日において発
行済みの他の当社
普通株式（当社が
保有する当社普通
株式を除く。）と同
様に取り扱うもの
とする。

14.資 金 使
途

不動産物件の仕入
れに充当

Ⅲ.子会社の解散について
当社子会社の株式会社勤住ライ

フは平成19年８月27日開催の同社

臨時株主総会において、同社の解散

を決議いたしました。
１.　解散の理由

当社にとって株式会社勤住ライ

フを通じた不動産情報の入手につ

いてはある程度の目的が達せられ

たこと、また当社とも事業領域が重

なることから当社グループ内の事

業分野を明確にするため、株式会社

勤住ライフを解散することといた

しました。
２.　株式会社勤住ライフの概要
(1)商号 株式会社勤住ライフ

(2)本店
所在地

東京都文京区本郷三
丁目23番１号

(3)代表者 代表取締役社長　伊
東和明

(4)事業
内容

土地、建物の売買、賃
貸、交換、仲介ならび
に不動産の鑑定及び
コンサルティング

(5)設立
年月日

昭和61年７月１日

(6)資本金 ２億8000万円

(7)株主
構成

株式会社アルデプロ
　93.63％
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　 前中間連結会計期間
(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

「モテカブ」は、長期的なスタン

スで企業の株式保有を志向する投

資家(企業のファン)を形成するこ

とを狙いとした専門誌であること

から、当社のＰＲチャネルのひとつ

として、長期保有が期待できるター

ゲットへアプローチしてまいりま

す。
2.　子会社となる会社の概要
(1)　商号　株式会社日本インベス

　　　ターズサービス
(2)　代表者　

　　　代表取締役　小松俊一
(3)　本店所在地　東京都渋谷区道玄

坂一丁目12番１号
(4)　設立年月　平成19年４月
(5)　主な事業内容　

フリーペーパー、出版・印刷、
ＩＲツール制作、WEB、携帯事業
等

(6)　決算期　      ３月31日
(7)  従業員数　        ５名
(8)  資本金　　　 　250万円
(9)　発行済株式数　 5,000株
(10) 大株主構成および持株比率　 

   　　小松俊一　100％
3.　株式取得の方法
　株式会社日本インベスターズサ

　　ービスが実施する次の増資に当社
　　が全額出資

①発行済株式数   15,000株
②発行価額

　　　　　　１株当たり  500円
③発行価額中資本に組み入れな

　　　い額
　　　　       １株当たり０円

④資本増加日　
　　　　　　　平成19年４月27日

⑤割当方法　第三者割当増資
⑥割当先および株数

　　　（住所）東京都新宿区新宿三丁
　　　　　　　目１番24号
　　　（名称）株式会社アルデプロ
　　　　　　　代表取締役　秋元竜弥
　　　（株数）　　　　　  15,000株

⑦配当起算日 平成19年４月１日
⑧増資後資本金　1,000万円
（注）今後、事業推進のため１億
円までの増資を予定しておりま
す。

4.　取得株式数、取得価額および取得
前後の所有株式の状況

(1)　異動前の所有株式数　　０株
   （議決権の数０個）

　　 　　（所有割合　０％）
(2)　取得株式数　　　　15,000株
   （議決権の数15,000個）

      　（取得価額750万円）
(3）異動後の所有株式数　15,000株
  （議決権の数15,000個）

      （所有割合　75.00％）
　

(8)最近３カ年の業績

H17年３月期H18年３月期H19年３月期

売上高 91百万円 106百万円 58百万円

経常利益 １百万円 ２百万円 △16百万円

当期純利益 １百万円 ２百万円 △19百万円

総資産 68百万円 57百万円 43百万円

純資産 49百万円 52百万円 32百万円
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(2)　【その他】

該当事項はありません。
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２ 【中間財務諸表等】

(1) 【中間財務諸表】

① 【中間貸借対照表】

　

前中間会計期間末

(平成19年１月31日)

当中間会計期間末

(平成20年１月31日)

前事業年度の
要約貸借対照表
(平成19年７月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ　流動資産

１　現金及び預金 ※２ 8,526,472 6,415,694 7,008,999

２　売掛金 5,605 4,855 5,246

３　たな卸資産 ※２ 27,122,591 73,250,328 29,755,487

４　前渡金 ― 13,692,030 5,439,929

５　その他 ※３ 2,963,835 1,931,117 1,243,414

貸倒引当金 △15,574 △29,499 △12,402

流動資産合計 38,602,93093.2 95,264,52797.0 43,440,67092.4

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産
※
１、２

158,223 249,646 258,162

２　無形固定資産 7,377 13,510 9,622

３　投資その他の資産

(１)関係会社株式 1,300,000 2,395,258 2,895,258

(２)その他 1,348,1612,648,161 268,3462,663,604 412,5333,307,791

固定資産合計 2,813,7626.8 2,926,7613.0 3,575,5767.6

資産合計 41,416,692100.0 98,191,288100.0 47,016,247100.0
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前中間会計期間末

(平成19年１月31日)

当中間会計期間末

(平成20年１月31日)

前事業年度の
要約貸借対照表
(平成19年７月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ　流動負債

１　買掛金 137,839 42,664 127,094

２　短期借入金
※
２、４

22,535,594 43,494,200 23,905,404

３　一年以内償還
　　予定の社債

― 10,002,720 ―

４　未払法人税等 2,704,132 2,547,375 3,721,870

５　賞与引当金 24,592 6,656 4,846

６　役員賞与引当金 3,775 9,000 18,000

７　その他
※
２、３
 

2,104,210 2,239,196 3,048,554
 

流動負債合計 27,510,14366.4 58,341,81259.4 30,825,76865.6

Ⅱ　固定負債

１　社債 450,000 450,000 450,000

２　長期借入金 ― 500,000 ―

３　退職給付引当金 5,408 8,075 6,319

固定負債合計 455,4081.1 958,0751.0 456,3191.0

負債合計 27,965,55267.5 59,299,88860.4 31,282,08766.5
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前中間会計期間末

(平成19年１月31日)

当中間会計期間末

(平成20年１月31日)

前事業年度の
要約貸借対照表
(平成19年７月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ　株主資本

１　資本金 2,937,9657.1 12,944,16913.2 2,937,9656.2

２　資本剰余金

(1) 資本準備金 2,778,935 12,785,139 2,778,935

資本剰余金合計 2,778,9356.7 12,785,13913.0 2,778,9355.9

３　利益剰余金

(1) 利益準備金 75,000 75,000 75,000

(2) その他利益
　　剰余金

別途積立金 4,000,000 8,000,000 4,000,000

繰越利益剰余金 3,722,880 5,088,330 5,942,259

利益剰余金合計 7,797,88018.8 13,163,33013.4 10,017,25921.3

株主資本合計 13,514,78032.6 38,892,63939.6 15,734,15933.5

Ⅱ　評価・換算差額等

１　その他有価証券
　　評価差額金

△63,640△0.2 △1,2390.0 ― 0.0

評価・換算差額等
合計

△63,640△0.2 △1,2390.0 ― 0.0

純資産合計 13,451,14032.5 38,891,40039.6 15,734,15933.5

負債純資産合計 41,416,692100.0 98,191,288100.0 47,016,247100.0
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② 【中間損益計算書】

　

前中間会計期間

(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

当中間会計期間

(自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高 37,469,303100.0 49,233,063100.0 75,745,022100.0

Ⅱ　売上原価 28,562,00576.2 39,021,48579.3 58,728,15977.5

売上総利益 8,907,29823.8 10,211,57720.7 17,016,86222.5

Ⅲ　販売費及び
　　一般管理費

2,128,1035.7 2,292,5474.7 4,585,3296.1

営業利益 6,779,19418.1 7,919,03016.1 12,431,53316.4

Ⅳ　営業外収益 ※１ 69,0620.2 92,8680.2 323,9970.4

Ⅴ　営業外費用 ※２ 653,9721.7 1,141,6352.3 1,194,8331.6

経常利益 6,194,28516.5 6,870,26314.0 11,560,69715.3

Ⅵ　特別利益 ※３ 39,5300.1 24,0240.0 472,4680.6

Ⅶ　特別損失 ※４ 20,5410.1 77,8710.2 340,2940.4

税引前中間(当期)純
利益

6,213,27316.6 6,816,41613.8 11,692,87015.4

法人税、住民税及び
事業税

2,673,145 2,366,350 5,302,494

法人税等調整額 △17,7092,655,4367.1 335,5882,701,9385.5△355,2464,947,2476.5

中間(当期)純利益 3,557,8369.5 4,114,4778.4 6,745,6228.9
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③ 【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間(自　平成18年８月１日　至　平成19年１月31日)

　

項目

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

資本剰余金
合計 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計別途積立金

繰越利益
剰余金

平成18年７月31日
残高(千円)

2,930,9482,771,9182,771,91875,0001,400,0003,697,0555,172,05510,874,921

中間会計期間中の
変動額

　新株の発行 7,017 7,017 7,017 ― ― ― ― 14,034

　剰余金の配当 ― ― ― ― ― △932,011△932,011△932,011

　別途積立金の
　積立

― ― ― ― 2,600,000△2,600,000 ― ―

　中間純利益 ― ― ― ― ― 3,557,8363,557,8363,557,836

株主資本以外の項
目の中間会計期間
中の変動額(純額)

― ― ― ― ― ― ― ―

中間会計期間中の
変動額合計
(千円)

7,017 7,017 7,017 ― 2,600,00025,8252,625,8252,639,859

平成19年１月31日
残高(千円)

2,937,9652,778,9352,778,93575,0004,000,0003,722,8807,797,88013,514,780

　

　

項目

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年７月31日残高(千円) ― ― 10,874,921

中間会計期間中の変動額

　新株の発行 ― ― 14,034

　剰余金の配当 ― ― △932,011

　別途積立金の積立 ― ― ―

　中間純利益 ― ― 3,557,836

　株主資本以外の項目の中間
　会計期間中の変動額(純額)

△63,640 △63,640 △63,640

中間会計期間中の変動額合計
(千円)

△63,640 △63,6402,576,219

平成19年１月31日残高(千円) △63,640 △63,64013,451,140
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当中間会計期間(自　平成19年８月１日　至　平成20年１月31日)

　

項目

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

資本剰余金
合計 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計別途積立金

繰越利益
剰余金

平成19年７月31日
残高(千円)

2,937,9652,778,9352,778,93575,0004,000,0005,942,25910,017,25915,734,159

中間会計期間中の
変動額

　新株の発行 10,006,20410,006,20410,006,204 ― ― ― ― 20,012,408

　剰余金の配当 ― ― ― ― ― △968,406△968,406△968,406

別途積立金の積立 ― ― ― ― 4,000,000△4,000,000 ― ―

　中間純利益 ― ― ― ― ― 4,114,4774,114,4774,114,477

株主資本以外の項
目の中間会計期間
中の変動額(純額)

― ― ― ― ― ― ― ―

中間会計期間中の
変動額合計
(千円)

10,006,20410,006,20410,006,204 ― 4,000,000△853,9283,146,07123,158,480

平成20年１月31日
残高(千円)

12,944,16912,785,13912,785,13975,0008,000,0005,088,33013,163,33038,892,639

　

項目

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年７月31日残高(千円) ― ― 15,734,159

中間会計期間中の変動額

　新株の発行 ― ― 20,012,408

　剰余金の配当 ― ― △968,406

　別途積立金の積立 ― ― ―

　中間純利益 ― ― 4,114,477

　株主資本以外の項目の中間
　会計期間中の変動額(純額)

△1,239 △1,239 △1,239

中間会計期間中の変動額合計
(千円)

△1,239 △1,23923,157,240

平成20年１月31日残高(千円) △1,239 △1,23938,891,400
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前事業年度(自　平成18年８月１日　至　平成19年７月31日)
　

項目

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益準備金

株主資本
合計資本準備金

資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成18年７月
31日残高
(千円)

2,930,9482,771,9182,771,91875,0001,400,0003,697,0555,172,05510,874,92110,874,921

事業年度中の
変動額

新株の発行 7,017 7,017 7,017 ― ― ― ― 14,03414,034

剰余金の配当 ― ― ― ― ― △1,900,418△1,900,418△1,900,418△1,900,418

別途積立金の
積立

― ― ― ― 2,600,000△2,600,000 ― ― ―

当期純利益 ― ― ― ― ― 6,745,6226,745,6226,745,6226,745,622

事業年度中の
変動額合計(千
円)

7,017 7,017 7,017 ― 2,600,0002,245,2044,845,2044,859,2384,859,238

平成19年７月　
31日残高
(千円)

2,937,9652,778,9352,778,93575,0004,000,0005,942,25910,017,25915,734,15915,734,159
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

　
前中間会計期間

(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

当中間会計期間
(自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日)

前事業年度
(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

１　資産の評価基準及

び評価方法

(1)有価証券

①子会社株式

移動平均法による原価

法によっております。

②その他有価証券

　時価のあるもの

中間会計期間末の市場

価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産

直入法により処理）を採

用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価

法によっております。

(1)有価証券

①子会社株式

同左

②その他有価証券

　時価のあるもの

同左　　　

　　

　　

　　

　　

時価のないもの

同左

(1)有価証券

①子会社株式

同左

②その他有価証券

　時価のあるもの

　―――――

　　

　

  　

  　

時価のないもの

同左

(2)たな卸資産

①販売用不動産、仕掛品

個別法による原価法に

よっております。

②貯蔵品

最終仕入原価法によっ

ております。

(2)たな卸資産

①販売用不動産、仕掛品

同左

　

②貯蔵品

同左

(2)たな卸資産

①販売用不動産、仕掛品

同左

　

②貯蔵品

同左

前中間会計期間
(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

当中間会計期間
(自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日)

前事業年度
(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

２　固定資産の減価償

却の方法

(1)有形固定資産

定率法によっておりま

す。

但し、平成10年４月１日

以降に取得した建物（附

属設備を除く）について

は、定額法を採用しており

ます。なお、主な耐用年数

は以下のとおりでありま

す。

(1)有形固定資産

同左

　

同左

(1)有形固定資産

同左

　

同左
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建物 28年

建物付属設備 ３～15年

車両運搬具 ２～６年

工具器具備品 ３～20年
　　

建物 28年

建物付属設備 ３～15年

構築物 ５年

車両運搬具 ２～６年

工具器具備品 ３～20年
　

建物 28年

建物付属設備 ３～15年

構築物 ５年

車両運搬具 ２～６年

工具器具備品 ３～20年
　

（減価償却方法の変更）

当社については、当事業

年度から法人税法の改正

に伴い、平成19年４月１日

以降取得の固定資産につ

いては、改正法人税法に規

定する償却方法により、減

価償却費を計上しており

ます。

なお、この変更に伴う営

業利益、経常利益、税引前

当期純利益に与える影響

は軽微であります。

（追加情報）

当事業年度から法人税

法の改正に伴い、従前より

所有している有形固定資

産の残存価額については、

翌事業年度から５年間の

均等償却を行う方法を採

用いたします。

なお、これによる営業利

益、経常利益、税引前当期

純利益に与える影響は軽

微であります。

(2)無形固定資産

ソフトウェア

自社利用のソフトウェ

アについて、社内におけ

る利用可能期間(５年)に

基づく定額法によってお

ります。

　　

(2)無形固定資産

ソフトウェア

同左

(2)無形固定資産

ソフトウェア

同左

(3)長期前払費用

定額法によっておりま

す。

(3)長期前払費用

同左

(3)長期前払費用

同左
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前中間会計期間

(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

当中間会計期間
(自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日)

前事業年度
(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

３　引当金の計上基準 (1)貸倒引当金

債権の貸倒れによる損

失に備えるため、一般債権

については貸倒実績率に

基づき、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別

に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上して

おります。

(1)貸倒引当金

同左　

(1)貸倒引当金

同左

(2)賞与引当金

従業員に対する賞与の

支給に備えて、賞与支給見

込額の当中間会計期間負

担額を計上しております。

(2)賞与引当金

同左

(2)賞与引当金

従業員に対する賞与の

支給に備えて、賞与支給見

込額の当期負担額を計上

しております。

（追加情報）

当社は、平成19年７月期

から営業部門の従業員の

賞与制度の見直しを行い、

業績連動による業績給の

支払に変更しました。これ

により、平成18年７月期ま

で賞与引当金と表示して

いましたが、平成19年７月

期から未払金に含めてお

ります。

(3)役員賞与引当金

当中間会計期間末に属

する役員に対して支給す

る賞与の支出に充てるた

め、支給見込額に基づき当

中間会計期間に見合う分

を計上しております。

(3)役員賞与引当金

同左

(3)役員賞与引当金

役員に対して支給する

賞与の支出に充てるため、

支給見込額に基づき当事

業年度に見合う分を計上

しております。

(4)退職給付引当金

従業員の退職給付に備

えるため、当中間期末にお

ける退職給付債務に基づ

き計上しております。

(4)退職給付引当金

同左

(4)退職給付引当金

従業員の退職給付に備

えるため、期末における退

職給付債務に基づき計上

しております。

(5)損害賠償損失引当金

―――――

(5)損害賠償損失引当金
―――――

(5)損害賠償損失引当金

将来の損害賠償損失に

備えるため、当事業年度末

における和解金の負担見

込額を計上しております。

４　その他中間財務諸

表(財務諸表)作成

のための基本とな

る重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっており

ます。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

(会計処理の変更)

前中間会計期間
(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

当中間会計期間
(自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日)

前事業年度
(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

（役員賞与に関する会計基準）

当中間会計期間は「役員賞与に関

する会計基準」（企業会計基準委員

会　平成17年11月29日　企業会計基準

第４号）を適用しております。この

結果、従来の方法に比べて、営業利

益、経常利益及び税引前中間純利益

が、7,475千円減少しております。

―――――

 

―――――

（貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準）

当中間会計期間は「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会　平成17

年12月９日　企業会計基準第５号）

及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準委員会　平成17年12

月９日　企業会計基準適用指針第８

号）を適用しております。

　これによる損益に与える影響はあ

りません。

　なお、従来の「資本の部」の合計に

相当する金額は、13,451,140千円で

あります。

　中間財務諸表等規則の改正による

中間貸借対照表の表示に関する変更

は以下のとおりであります。

１　前中間会計期間における「資本

の部」は、当中間会計期間から「純

資産の部」となり、「純資産の部」

は「株主資本」及び「評価・換算差

額等」からなっております。

２　前中間会計期間において独立掲

記しておりました「資本金」、「資

本剰余金」及び「利益剰余金」は当

中間会計期間においては「株主資

本」の内訳科目として表示しており

ます。

――――― ―――――

――――― ――――― （企業結合に係る会計基準）

当事業年度より、「企業結合に係

る会計基準」（平成15年10月31

日）及び「企業結合会計基準及び

事業分離会計基準に関する適用指

針（企業会計基準適用指針第10号　

平成17年12月27日）を適用してお

ります。

前中間会計期間
(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

当中間会計期間
(自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日)

前事業年度
(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)
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――――― ――――― （繰延資産の会計処理に関する当

面の取扱い）

当事業年度より、「繰延資産の会

計処理に関する当面の取扱い」

（企業会計基準委員会　平成18年８

月11日　実務対応報告第19号）を適

用しております。これによる損益に

与える影響はありません。なお、前

事業年度において営業外費用の内

訳として表示していた「新株発行

費」は、当事業年度より「株式交付

費」として表示する方法に変更し

ております。
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追加情報

　
前中間会計期間

(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

当中間会計期間
(自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日)

前事業年度
(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

支払の催告

当社は、平成18年７月３日付で東

西アセット・マネジメント㈱より、

不動産物件の紹介に係る違約金等と

して178,634千円の支払の催告を受

けております。

当社では、この支払の根拠につい

て事実関係を確認しておりますが、

現時点では、当社に支払義務はない

ものと判断しております。

――――― 当社は、平成18年７月３日付で東

西アセット・マネジメント㈱より、

不動産物件の紹介に係る違約金等と

して178,634千円の支払の催告を受

け、その後、平成18年８月18日付で同

社から訴訟の提起を受けました。平

成19年６月13日に口頭弁論を終結

し、その後裁判所の強い勧告により

平成19年８月22日に和解期日が開か

れ、裁判所から和解金額119,000千円

の提示を受けました。そして、当社は

平成19年９月12日にこの和解に応じ

ました。

この和解金の費用として、当連結

会計年度において、損害賠償損失引

当金119,000千円を計上しておりま

す。

（留保金課税）

当社の筆頭株主である会長兼代表

取締役社長秋元竜弥の持株比率が平

成19年７月末日において49.99％と

なったことから、当社は法人税法に

規定する留保金課税対象企業から除

外されました。

　

表示方法の変更

　
前中間会計期間

(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

当中間会計期間
(自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日)

（中間貸借対照表）

販売用不動産

前中間会計期間において区分掲記していた「販売用

不動産」（当中間会計期間26,879,372千円）について

は、流動資産の「たな卸資産」に含めて表示しておりま

す。

仕掛品

前中間会計期間において区分掲記していた「仕掛

品」（当中間会計期間243,218千円）については、資産

の総額の100分の５以下となったため、流動資産の「た

な卸資産」に含めて表示しております。

前渡金

前中間会計期間において区分掲記していた「前渡

金」(当中間会計期間1,895,661千円)については、資産

の総額の100分の５以下となったため、流動資産の「そ

の他」に含めて表示しております。

（中間貸借対照表）

前渡金

前中間会計期間まで流動資産の「その他」に含めて

表示しておりました「前渡金」については、資産の総額

の100分の５を超えたため、当中間会計期間から区分掲

記しております。なお、前中間会計期間の前渡金残高は

1,895,661千円であります。
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注記事項

(中間貸借対照表関係)

　
前中間会計期間末
(平成19年１月31日)

当中間会計期間末
(平成20年１月31日)

前事業年度末
(平成19年７月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計

額

37,172千円

※１　有形固定資産の減価償却累計

額

92,089千円

※１　有形固定資産の減価償却累計

額

60,952千円

※２　担保資産及び担保付負債

担保資産
現金及び預
金

150,000千円

たな卸
資産

19,411,849

建物 5,125

土地 64,073

合計 19,631,048

担保付負債

短期借入金 20,793,860

合計 20,793,860

※２　担保資産及び担保付負債

担保資産
現金及び預
金

1,150,169千円

たな卸
資産

48,537,354

建物 4,941

土地 64,073

合計 49,756,540

担保付負債

短期借入金 40,674,200

預り金 700,000

合計 41,374,200

※２　担保資産及び担保付負債

担保資産
現金及び預
金

150,000千円

たな卸
資産

21,987,450

建物 5,125

土地 64,073

合計 22,206,649

担保付負債

短期借入金 22,684,400

預り金 967,000

合計 23,651,400

※３　消費税等の取扱

仮払消費税等と仮受消費税等

は相殺のうえ、流動負債の「そ

の他」に含めて表示しておりま

す。

※３　消費税等の取扱

仮払消費税等と仮受消費税等

は相殺のうえ、流動資産の「そ

の他」に含めて表示しておりま

す。

※３　消費税等の取扱

　　―――――――

※４　当社は、取引銀行との間に当座

貸越契約を締結しており、当該

契約に基づく当中間会計期間末

の借入未実行残高は次のとおり

であります。
当座貸越契約
の総額

3,200,000千円

借入実行残高 978,000

差引額 2,222,000

　５　偶発債務

銀行借り入れに対する保証債務
　

※４　当社は、取引銀行との間に当座

貸越契約を締結しており、当該

契約に基づく当中間会計期間末

の借入未実行残高は次のとおり

であります。
当座貸越契約
の総額

9,050,000千円

借入実行残高 4,998,000

差引額 4,052,000

　５　偶発債務

銀行借り入れに対する保証債務

※４　当社は、取引銀行との間に当座

貸越契約を締結しており、当該

契約に基づく当事業年度末の借

入未実行残高は次のとおりであ

ります。
当座貸越契約
の総額

8,000,000千円

借入実行残高 2,825,000

差引額 5,175,000

　５　偶発債務

銀行借り入れに対する保証債務

ジャパンリアルティスーパービ

ジョン株式会社　　　　41,250千円
　

ジャパンリアルティスーパービ

ジョン株式会社　　　　32,250千円
　

ジャパンリアルティスーパービ

ジョン株式会社　　　　36,750千円
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(中間損益計算書関係)

　
前中間会計期間

(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

当中間会計期間
(自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日)

前事業年度
(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

※１　営業外収益の主要項目

受取利息 6,507千円

※１　営業外収益の主要項目

受取利息 7,861千円

※１　営業外収益の主要項目

受取利息 12,302千円

※２　営業外費用の主要項目

支払利息 384,008千円

支払手数料 163,892千円

消費税

相殺差損
86,828千円

株式交付費 19,243千円

※２　営業外費用の主要項目

支払利息 505,301千円

支払手数料 396,981千円

消費税

相殺差損
107,232千円

株式交付費 92,708千円

※２　営業外費用の主要項目

支払利息 739,324千円

支払手数料 260,439千円

消費税

相殺差損
167,054千円

※３　特別利益の主要項目

貸倒引当金戻入

益
39,530千円

※３　特別利益の主要項目

投資有価証券売

却益
24,024千円

※３　特別利益の主要項目

現金受贈益 400,000千円

※４　特別損失の主要項目　
固定資産
除却損

1,617千円

投資有価証券評

価損
18,924千円

※４　特別損失の主要項目

固定資産除却損 2,789千円

事業再編費用 65,971千円

投資有価証券評

価損
4,573千円

投資有価証券売

却損
4,537千円

※４　特別損失の主要項目
投資有価証券評
価損

219,530千円

損害賠償損失引

当金繰入額
119,000千円

　５　減価償却実施額

有形固定資産 12,979千円

無形固定資産 1,000千円

　５　減価償却実施額

有形固定資産 36,755千円

無形固定資産 1,134千円

　５　減価償却実施額

有形固定資産 38,115千円

無形固定資産 2,139千円
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(中間株主資本等変動計算書関係)

前中間会計期間(自　平成18年８月１日　至　平成19年１月31日)

　自己株式の種類及び株式数に関する事項

　

　該当事項はありません。

　

当中間会計期間(自　平成19年８月１日　至　平成20年１月31日)

　自己株式の種類及び株式数に関する事項

　該当事項はありません。

　

前事業年度(自　平成18年８月１日　至　平成19年７月31日)

　自己株式の種類及び株式数に関する事項

　該当事項はありません。

　

(リース取引関係)

前中間会計期間(自　平成18年８月１日　至　平成19年１月31日)

リース契約１件当たりのリース料総額が300万円を超えるリース物件がないため記載を省略しております。

当中間会計期間(自　平成19年８月１日　至　平成20年１月31日)

リース契約１件当たりのリース料総額が300万円を超えるリース物件がないため記載を省略しております。

前事業年度(自　平成18年８月１日　至　平成19年７月31日)

リース契約１件当たりのリース料総額が300万円を超えるリース物件がないため記載を省略しております。

　

(有価証券関係)

前中間会計期間末 (平成19年１月31日)

子会社株式で時価のあるもの

該当事項はありません。

当中間会計期間末 (平成20年１月31日)

子会社株式で時価のあるもの

該当事項はありません。

前事業年度末(平成19年７月31日)

子会社株式で時価のあるもの

該当事項はありません。

　

(企業結合等関係)

当中間会計期間（自　平成19年８月１日　至　平成20年１月31日）

連結財務諸表の注記事項（企業結合等関係）における記載内容と同一であるため、記載しておりません。

前事業年度（自　平成18年８月１日　至　平成19年７月31日）

連結財務諸表の注記事項（企業結合等関係）における記載内容と同一であるため、記載しておりません。
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(１株当たり情報)

　
　

項目
前中間会計期間

(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

当中間会計期間
(自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日)

前事業年度
(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

１株当たり純資産額 3,889円19銭 9,220円69銭 4,549円29銭

１株当たり中間
(当期)純利益

1,029円85銭 1,002円22銭 1,951円50銭

潜在株式調整後
１株当たり中間
(当期)純利益

1,025円88銭

当社は、平成18年８月１

日付で１株を５株に分割い

たしました。　

当該株式分割が前期首に

行われたと仮定した場合の

１株当たり情報について

は、それぞれ以下のとおり

となります。
前中間
会計期間

前事業年度

１株当たり
純資産額

１株当たり
純資産額

1,570円13銭3,150円42銭

１株当たり
中間純利益

１株当たり
当期純利益

448円24銭1,132円68銭

潜在株式調
整後１株当
たり中間純
利益

潜在株式調
整後１株当
たり当期純
利益

442円20銭1,120円30銭

　

1,000円74銭 1,945円44銭

当社は、平成18年８月１

日付で１株を５株に分割い

たしました。　

当該株式分割が前期首に

行われたと仮定した場合の

１株当たり情報について

は、それぞれ以下のとおり

となります。

前事業年度

１株当たり
純資産額

3,150円42銭

１株当たり
当期純利益

1,132円68銭

潜在株式調
整後１株当
たり当期純
利益

1,120円30銭

(注)　算定上の基礎

１　１株当たり純資産額

項目
前中間会計期間末
(平成19年１月31日)

当中間会計期間末
(平成20年１月31日)

前事業年度末
(平成19年７月31日)

中間貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 13,451,14038,891,40015,734,159

普通株式に係る純資産額(千円) 13,451,14038,891,40015,734,159

中間貸借対照表の純資産の部の合計額と１株当たり
純資産額の算定に用いられた普通株式に係る中間会
計期間（当事業年度）末の純資産額との差額(千円)

― ― ―

普通株式の発行済株式数(株) 3,458,595 4,217,839 3,458,595

普通株式の自己株式数(株) ― ― ―

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の
数(株)

3,458,595 4,217,839 3,458,595
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２　１株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益

項目
前中間会計期間

(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

当中間会計期間
(自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日)

前事業年度
(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

１株当たり中間(当期)純利益

中間(当期)純利益(千円) 3,557,836 4,114,477 6,745,622

普通株主に帰属しない金額
(千円)

― ― ―

普通株式に係る中間(当期)純
利益(千円)

3,557,836 4,114,477 6,745,622

普通株式の期中平均株式数
(株)

3,454,699 4,105,361 3,456,631

潜在株式調整後１株当たり中間
(当期)純利益

中間(当期)純利益調整額
(千円）

― ― ―

普通株式増加数(株) 13,370 6,094 10,774

(うち新株予約権(株)) (13,370) (6,094) (10,774)

希薄化効果を有しないため、潜
在株式調整後１株当たり中間
(当期)純利益の算定に含めな
かった潜在株式の概要

―
第１回無担保転換社債型
新株予約権付社債

297,700株
―

　

次へ
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(重要な後発事象)

前中間会計期間
(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

当中間会計期間
(自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日)

前事業年度
(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

Ⅰ.　株式会社オーパスの株式取得
（子会社化）
当社は、平成19年３月７日開催の

取締役会決議に基づき、建築資材販

売、コンサルティング会社である株

式会社オーパス（以下、「オーパ

ス」という）の全株式を同日付で

取得し、同社を子会社としておりま

す。また、株式会社オーパスの100％

子会社として株式会社サワケン

ホーム及び株式会社ＡＲＴ都市開

発がありますが、併せて当社のグ

ループとなります。
1.　株式取得について
(1)　取得する株式数　125株

（発行済株式数の全株）

(2)　取得日　平成19年３月７日

(3)　取得先　澤田升男

(4)　取得価額　1,011,108千円

(5)　取得する理由

①当社グループ内に、建築資材販

売、建築コスト低減ノウハウ販

売、コンサルティング等に豊富

な経験と実績を持つオーパスが

加わることで、グループとして

の総合力を高められること。

②オーパスは、子会社に株式会社

サワケンホーム、株式会社ART都

市開発を有し、株式会社サワケ

ンホームは総合建設・設計・施

工分野で、株式会社ART都市開発

は建築の設計・監理で豊富な実

績を有すること。

③オーパスと株式会社アルデプロ

プロパティマネジメントとのシ

ナジーが期待できること。
2.　子会社となる会社の概要
(1)　商号　株式会社オーパス

(2)　代表者　代表取締役　作山哲

(3)　本店所在地　岐阜県各務原市蘇

原東島町三丁目100番地の１

(4)　設立年月　平成11年10月

(5)　資本金　1,000万円

(6)　発行済株式数　125株

(7)　主な事業内容　

建築資材販売、住宅、店舗のリ

フォーム及びメンテナンス

(8)　決算期　５月31日

(9)　従業員数　14名

(10) 直近決算期における営業の状

況及び総資産・純資産の額

［平成18年５月31日］

①売上高        883,049千円

②営業利益      103,223千円

③経常利益      127,903千円

Ⅰ．株式会社尾髙電工の株式譲渡に
ついて
当社は平成20年２月18日開催の

取締役会において、当社100%子会社

である株式会社尾髙電工の発行済

株式全株を譲渡することを決議し、

同日譲渡いたしました。
1.　株式譲渡の理由
当社は、平成18年３月に電気通信

工事業を営む株式会社尾髙電工の

発行済株式の全株を取得し、子会社

といたしました。同社の業績はこれ

まで電気通信工事業を中心に堅調

に推移してまいりました。

一方、当社グループにおきまして

は、当社仕入物件の内装工事、設備

工事を手がける子会社が増えてき

たことにより、グループ会社各社の

事業内容・グループ内における役

割を見直してまいりました。 

こうした状況下、当社グループに

おいて経営資源の選択と集中を進

めるため、このたび株式会社尾髙電

工の発行済株式の全株を譲渡する

ことにいたしました。これにより、

同社は当社の連結子会社から除外

されます。
2.　対象会社の概要
(1)商号 株式会社尾髙電

工
(2)代表者 代表取締役社長　

尾髙功將

(3)所在地 千葉県千葉市中
央区浜野町594番
地３

(4)設立年月日 昭和48年11月

(5)主な事業の内
容

電気通信工事業、
消防施設工事業、
機械器具設置工
事業、管工事業

(6)決算期 5月31日

(7)従業員数 17名（平成19年
７月31日現在）

(8)主な事業所 千葉県千葉市

(9)資本金 １億円

(10)発行済株式数 200,000株

(11)大株主構成お
よび所有割合

株式会社アルデ
プロ　100%

Ⅰ．第三者割当による新株式の発行
について
当社は、平成19年８月10日開催の

取締役会において、ゴールドマン・

サックスが出資するジーエス・

ティーケー・ホールディングス・

フォー合同会社を引受先とする第

三者割当による新株式の発行を決

議し、平成19年８月28日に払込が完

了しました。

当該新株式の発行の要領は、下記

のとおりであります。
１． 発行新株式

数
756,144株

２． 発行価額 26,450円

３． 発行価額の
総額

20,000,008,800円

４． 資本組入額 10,000,004,400円
（ １ 株 に つ き
13,225円）

５． 募集又は割
当方法

第三者割当による
新株式発行

６． 申込期間 平成19年８月28日

７． 払込期日 平成19年８月28日

８． 新株券交付
日

割当先から株券不
所持の申し出を受
けたため、株券は
交付しない

９． 配当起算日 平成19年８月１日

10.資金使途 不動産物件の仕入
れに充当

Ⅱ．第三者割当による転換社債型新
株予約権付社債の発行について
当社は、平成19年８月10日開催の

取締役会において、ゴールドマン・

サックスが出資するジーエス・

ティーケー・ホールディングス・

フォー合同会社を引受先とする第

三者割当による転換社債型新株予

約権付社債の発行を決議し、平成19

年８月28日に払込が完了しました。

当該転換社債型新株予約権付社

債の発行の要領は、下記のとおりで

あります。
１． 募集社債

の名称
株式会社アルデプロ
第１回無担保転換社
債型新株予約権付社
債

２． 募集社債
の総額

金10,002,720,000円

３． 各募集社
債の金額

金100,027,200円の
１種

４． 利率 本社債には利息を付
さない。

前中間会計期間
(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

当中間会計期間
(自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日)

前事業年度
(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)
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④当期純利益　　 75,264千円

⑤総資産        578,937千円

⑥株主資本      203,782千円
3.　孫会社の概要
(1)　商号　株式会社サワケンホーム

(2)　代表者　代表取締役　梅田信一

(3)　本店所在地　岐阜県各務原市蘇

原東島町三丁目100番地の1

(4)　設立年月　昭和53年６月

(5)　資本金　2,000万円

(6)　発行済株式数　10,862株

(7)　主な事業内容　

建設業請負および設計施工

(8)　建設業許可

岐阜県知事(特－16)第8117号

(9)　決算期　５月31日

(10) 従業員数　17名

(11) 直近決算期における営業の状

況及び総資産・純資産の額

［平成18年５月31日］

①売上高      1,656,966千円

②営業利益      150,386千円

③経常利益      185,120千円

④当期純利益　　147,175千円

⑤総資産        786,946千円

⑥株主資本      175,072千円
4.　孫会社の概要
(1)　商号　株式会社ART都市開発

(2)　代表者　代表取締役　櫻井宮雄

(3)　本店所在地　岐阜県美濃市片知

1555番地１

(4)　設立年月　平成16年７月

(5)　資本金　1,000万円

(6)　発行済株式数　200株

(7)　主な事業内容　

建設の設計・監理

(8)　建設業許可

愛知県知事(い－17)第11030号

(9)　決算期　５月31日

(10) 従業員数　４名

(11) 直近決算期における営業の状

況及び総資産・純資産の額

［平成18年５月31日］

①売上高        111,547千円

②営業損失      　2,874千円

③経常損失      　2,072千円

④当期純損失　　  2,044千円

（12）最近事業年度における業績の動
向

H18.5期H19.5期

売上高 664百万円688百万円

売上総利益 140百万円129百万円

営業利益 15百万円 32百万円

経常利益 15百万円 33百万円

当期純利益 9百万円 18百万円

総資産 660百万円785百万円

純資産 510百万円529百万円

１株当たり
配当金

0円 0円

3.　譲渡先
(1)商号 東テク株式会社

(2)代表者 代表取締役社長　
長尾克己

(3)本店所在地 東京都中央区日本
橋本町四丁目８番
14号

(4)主な事業内容 熱源設備関連機器
・空調設備関連機
器等の販売業

(5)当社との関係 該当事項はありま
せん。

4.　株式の状況等
(1)異動前
の所有
株式数

200,000株（所有割合
100%）

(2)譲渡株
式数

200,000株（譲渡価額
６億2000
万円）

(3)異動後
の所有
株式数

０株（所有割合
０%）

5.　日程等
取締役会決議日　平成20年２月18日
株券引渡し期日　平成20年２月18日

５. 各募集社
債の払込
金額

金100,027,200円
（額面100円につき
金100円）

６. 償還価額 額面100円につき金
100円

７. 申込期日 平成19年８月28日

８. 払込期日
及び発行
日

平成19年８月28日

９. 募集の方
法

第三者割当の方法に
より、全額をジーエ
ス・ティーケー・
ホールディングス・
フォー合同会社に割
り当てる。

10.物上担保・保証の有無

本新株予約権付社債には物上
担保及び保証は付されておら
ず、又、本新株予約権付社債の
ために特に留保されている資
産はない。

11.償還の方法及び期限

(1)本社債は、平成20年８月27
日にその総額を額面100
円につき金100円で償還
する。

(2)本新株予約権付社債の発
行の引受に係る契約に規
定する事由が生じた場合
には、本新株予約権付社
債の社債権者は、いつで
も、その保有する本社債
の全部又は一部を額面
100円につき金100円で繰
上償還することを、当社
に対して請求する権利を
有する。

12.本新株予約権に関する事項

(1)本社債に付された本新株
予約権の数
各本社債に付された本新
株予約権の数は1個とし、
合計100個の本新株予約
権を発行する。

(2)本新株予約権と引換えに
する金銭の払込みの要
否
払込みを要しない。

(3)本新株予約権を割当てる
日（以下「割当日」と
いう。）
平成19年８月28日。

前中間会計期間
(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

当中間会計期間
(自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日)

前事業年度
(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)
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⑤総資産         25,752千円
⑥株主資本        9,249千円

Ⅱ.　株式会社勤住ライフの株式取得
（子会社化）

1.　株式取得の理由
当社は、中期経営計画において外

部戦略としてプロパティマネジメ

ント事業やデベロッパー、戸建・ア

パート、不動産関連事業などへの

M&Aを推進しております。この一環

として、株式会社勤住ライフ（以下

「勤住ライフ」という)の実施する

第三者割当増資を全額引き受け、子

会社といたします。

勤住ライフは、日本勤労者住宅協

会の関連会社ですが、日本勤労者住

宅協会は平成18年10月17日付で東

京地方裁判所より民事再生法に基

づく再生計画が認可されておりま

す。こうした状況を受けて、勤住ラ

イフは資金的な支援を求めており

ました。

勤住ライフは全国的な住宅供給

のノウハウを持っております。当社

は現在全国展開しておりますが、勤

住ライフが実施するこのたびの第

三者割当増資に応じ、事業面におい

ても協力体制を築くことが、勤住ラ

イフの業績向上、ひいては当社グ

ループの発展にもつながると判断

いたしました。
2.　子会社となる会社の概要
(1)　商号　株式会社勤住ライフ
(2)　代表者　

　　　代表取締役　上野貞章
(3)　本店所在地　東京都文京区本郷

三丁目23番１号
(4)　設立年月　昭和61年７月
(5)　主な事業内容　

土地、建物の売買、賃貸、交換、
仲介ならびに不動産の鑑定及
びコンサルタント等

(6)　決算期　      ３月31日
(7)  従業員数　        ４名
(8)  資本金　　　 3,000万円
(9)　発行済株式数　　 680株
3.　最近事業年度における業績動向

平成18年3月
期

売上高 106百万円

売上総利益 24百万円

営業利益 ２百万円

経常利益 ２百万円

当期純利益 ２百万円

総資産 57百万円

純資産 52百万円

1株当たり配
当金

０円

　

(4)本新株予約権の目的であ
る株式の種類及び種類ご
との数の算定方法
本新株予約権の目的であ
る株式の種類は当社普通
株式とし、本新株予約権
を行使することにより当
社が当社普通株式を新た
に発行又はこれに代えて
当社の有する当社普通株
式を処分する数は、行使
された本新株予約権に係
る本社債の払込金額の総
額を本項第（8）号②記
載の転換価額（ただし、
調整された場合は調整後
の転換価額）で除して得
られる最大整数とする。

(5)本新株予約権の行使期間

平成19年８月29日から平
成20年８月26日まで

(6)その他の本新株予約権の
行使の条件
各本新株予約権の一部行
使はできないものとす
る。

(7)当社による本新株予約権
の取得条項
本新株予約権の取得条項
は定めない。

(8)本新株予約権の行使に際
して出資の目的とされる
財産の内容及びその価額
①本新株予約権1個の行
使に際してする出資の
目的とされる財産は、
当該本新株予約権に係
る本社債とし、当該本
社債の価額は、当該本
社債の払込金額と同額
とする。

②本新株予約権の行使に
際して出資をなすべき
1株当たりの額（以下
「転換価額」とい
う。）は、当初33,600円
とする。なお、転換価額
は調整されることがあ
る。

(9)本新株予約権の行使によ
り株式を発行する場合に
おける増加する資本金及
び資本準備金に関する事
項
①本新株予約権の行使に
より株式を発行する場
合において増加する資
本金の額は、会社計算
規則第40条第１項に従
い算出される資本金等
増加限度額の２分の１
の金額とし、計算の結
果1円未満の端数が生
じたときは、その端数
を切り上げるものとす
る。

　

前中間会計期間
(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

当中間会計期間
(自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日)

前事業年度
(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)
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4.　株式取得の方法
　株式会社勤住ライフが実施する

　　次の増資に当社が全額出資
①発行済株式数   10,000株
②発行価額

　　　　　　１株当たり50,000円
③発行価額中資本に組み入れな

　　　い額
　　　　　　１株当たり25,000円

④資本増加日　
　　　　　　　平成19年４月19日

⑤割当方法　第三者割当増資
⑥割当先および株数

　　　（住所）東京都新宿区新宿三丁
　　　　　　　目１番24号
　　　（名称）株式会社アルデプロ
　　　　　　　代表取締役　秋元竜弥
　　　（株数）　　　　　  10,000株

⑦配当起算日 平成19年４月１日
⑧増資後資本金  ２億8,000万円

5. 取得株式数、取得価額および取得
前後の所有株式の状況

(1)　異動前の所有株式数　　０株
   （議決権の数０個）

　　 　　（所有割合　０％）
(2)　取得株式数　　　　10,000株
   （議決権の数10,000個）

　　　（取得価額500百万円）
(3）異動後の所有株式数　10,000株
  （議決権の数10,000個）

　  　（所有割合　93.63％）
6.　日程
　 平成19年４月19日 取締役会決議
　 平成19年４月19日　払込日
Ⅲ.　株式会社日本インベスターズ
サービスの株式取得（子会社
化）
当社は、平成19年４月25日開　催

の取締役会において、株式会社日本

インベスターズサービスの行う第

三者割当増資に出資して、子会社と

することを決議し、４月27日付で当

社子会社となりました。
1.　株式取得の理由
当社はこれまで広報活動の一環

として、ＩＲ活動に注力してまいり

ました。今後は、さらに多くの投資

者や消費者に対して当社グループ

の認知度を高め、さらに当社ビジネ

スモデルをより深くご理解頂きた

いと考えております。

こうした考えのもと、個人投資家

から積極的なご支持を獲得するた

め、この度当社は投資初心者向けの

フリーマガジンである「モテカ

ブ」を発行する株式会社日本イン

ベスターズサービスに資本参加す

ることといたしました。今後は同社

の経営を支援しつつ、当社のＰＲ媒

体としても活用してまいります。

②本新株予約権の行使に
より株式を発行する
場合において増加す
る資本準備金の額は、
前号記載の資本金等
増加限度額から前号
に定める増加する資
本金の額を減じた額
とする。

13.配 当 起
算日

剰余金の配当（会
社法第454条第５項
に定められた金銭
の分配を含む。）に
ついては、当該配当
を受領する権利を
有する株主を確定
させるための基準
日以前に本新株予
約権の権利行使に
より交付された当
社普通株式を、当該
基準日において発
行済みの他の当社
普通株式（当社が
保有する当社普通
株式を除く。）と同
様に取り扱うもの
とする。

14.資 金 使
途

不動産物件の仕入
れに充当

Ⅲ.子会社の解散について
当社子会社の株式会社勤住ライ

フは平成19年８月27日開催の同社

臨時株主総会において、同社の解散

を決議いたしました。
１.　解散の理由

当社にとって株式会社勤住ライ

フを通じた不動産情報の入手につ

いてはある程度の目的が達せられ

たこと、また当社とも事業領域が重

なることから当社グループ内の事

業分野を明確にするため、株式会社

勤住ライフを解散することといた

しました。
２.　株式会社勤住ライフの概要
(1)商号 株式会社勤住ライフ

(2)本店
所在地

東京都文京区本郷三
丁目23番１号

(3)代表者 代表取締役社長　伊
東和明

(4)事業
内容

土地、建物の売買、賃
貸、交換、仲介ならび
に不動産の鑑定及び
コンサルティング

(5)設立
年月日

昭和61年７月１日

(6)資本金 ２億8000万円

(7)株主
構成

株式会社アルデプロ
　93.63％

　

前中間会計期間
(自　平成18年８月１日
至　平成19年１月31日)

当中間会計期間
(自　平成19年８月１日
至　平成20年１月31日)

前事業年度
(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)
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「モテカブ」は、長期的なスタン

スで企業の株式保有を志向する投

資家(企業のファン)を形成するこ

とを狙いとした専門誌であること

から、当社のＰＲチャネルのひとつ

として、長期保有が期待できるター

ゲットへアプローチしてまいりま

す。
2.　子会社となる会社の概要
(1)　商号　株式会社日本インベス

　　　ターズサービス
(2)　代表者　

　　　代表取締役　小松俊一
(3)　本店所在地　東京都渋谷区道玄

坂一丁目12番１号
(4)　設立年月　平成19年４月
(5)　主な事業内容　

フリーペーパー、出版・印刷、
ＩＲツール制作、WEB、携帯事業
等

(6)　決算期　      ３月31日
(7)  従業員数　        ５名
(8)  資本金　　　 　250万円
(9)　発行済株式数　 5,000株
(10) 大株主構成および持株比率　 

   　　小松俊一　100％
3.　株式取得の方法
　株式会社日本インベスターズサ

　　ービスが実施する次の増資に当社
　　が全額出資

①発行済株式数   15,000株
②発行価額

　　　　　　１株当たり  500円
③発行価額中資本に組み入れな

　　　い額
　　　　       １株当たり０円

④資本増加日　
　　　　　　　平成19年４月27日

⑤割当方法　第三者割当増資
⑥割当先および株数

　　　（住所）東京都新宿区新宿三丁
　　　　　　　目１番24号
　　　（名称）株式会社アルデプロ
　　　　　　　代表取締役　秋元竜弥
　　　（株数）　　　　　  15,000株

⑦配当起算日 平成19年４月１日
⑧増資後資本金　1,000万円
注）今後、事業推進のため１億円
までの増資を予定しております。

4.取得株式数、取得価額および取得
前後の所有株式の状況

(1)　異動前の所有株式数　　０株
   （議決権の数０個）

　　 　　（所有割合　０％）
(2)　取得株式数　　　　15,000株
   （議決権の数15,000個）

      　（取得価額750万円）
(3）異動後の所有株式数　15,000株
  （議決権の数15,000個）

      （所有割合　75.00％）
　

(8)最近３カ年の業績

H17年３月期H18年３月期H19年３月期

売上高 91百万円 106百万円 58百万円

経常利益 １百万円 ２百万円 △16百万円

当期純利益 １百万円 ２百万円 △19百万円

総資産 68百万円 57百万円 43百万円

純資産 49百万円 52百万円 32百万円
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(2) 【その他】

平成20年３月14日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

（1）中間配当による配当金の総額・・・・・・・・・・・・・・・・・　　970,102,970円

（2）１株当たりの金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　230円

（3）支払請求権の効力発生日及び支払開始日・・・・・・・・・・　　 平成20年４月14日

　

(注)平成20年１月31日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを

行います。
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第６ 【提出会社の参考情報】

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

　

(1) 有価証券届出書（その他の者に対する割当（第三者割当による新株式の発行））及びその添付書　

　　類

　　平成19年８月10日関東財務局長に提出

　

　

(2) 有価証券届出書（その他の者に対する割当（第三者割当による転換社債型新株予約権付社債の発

　　行））及びその添付書類

　　平成19年８月10日関東財務局長に提出

　

　

(3) 有価証券届出書の訂正届出書

　　平成19年８月14日関東財務局長に提出

平成19年８月10日に提出した上記（2）の有価証券届出書に係るものであります。

　

　

(4) 臨時報告書

　　平成19年８月28日関東財務局長に提出

証券取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号に基づく臨

時報告書であります。

　

(5) 臨時報告書

　　平成19年10月９日関東財務局長に提出

金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号（代表

取締役の異動）に基づく臨時報告書であります。

　

(6) 有価証券報告書及びその添付書類

　　事業年度　第20期(自　平成18年８月１日　至　平成19年７月31日)平成19年10月26日関東財務局長に提出
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の中間監査報告書

　

平成19年４月13日

株式会社アルデプロ

取締役会　御中

アスカ監査法人

　

指定社員

業務執行社員
公認会計士　　　田中　大丸　　　　　㊞

　

指定社員

業務執行社員
公認会計士　　　宮川　愼哉　　　　　㊞

　

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社アルデプロの平成18年８月1日から平成19年７月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成18年８月１日か

ら平成19年１月31日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書及び中間連結

株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作

成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、株式会社アルデプロ及び連結子会社の平成19年１月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間

連結会計期間（平成18年８月１日から平成19年１月31日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有

用な情報を表示しているものと認める。

　

追記情報

　１． 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成19年３月７日開催の取締役会決議に基づき、同日付で

　　　株式会社オーパスの全株式を取得し、同社を子会社としている。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が中間連結財務諸表

に添付する形で別途保管している。
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独立監査人の中間監査報告書

　

平成20年４月25日

株式会社アルデプロ

取締役会　御中

アスカ監査法人

　

指定社員

業務執行社員
公認会計士　　　田中　大丸　　　　　㊞

　

指定社員

業務執行社員
公認会計士　　　宮川　愼哉　　　　　㊞

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社アルデプロの平成19年８月１日から平成20年７月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成19

年８月１日から平成20年１月31日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書

及び中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結

財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、株式会社アルデプロ及び連結子会社の平成20年１月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間

連結会計期間（平成19年８月１日から平成20年１月31日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有

用な情報を表示しているものと認める。

　

追記情報

１.重要な後発事象に関する注記に記載のとおり、会社は平成20年２月18日開催の取締役会決議に基づき、同日付で株式

会社尾高電工の全株式を譲渡している。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が中間連結財務諸表

に添付する形で別途保管している。
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独立監査人の中間監査報告書

　

平成19年４月13日

株式会社アルデプロ

取締役会　御中

アスカ監査法人

　

指定社員

業務執行社員
公認会計士　　　田中　大丸　　　　　㊞

　

指定社員

業務執行社員
公認会計士　　　宮川　愼哉　　　　　㊞

　

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社アルデプロの平成18年８月1日から平成19年７月31日までの第20期事業年度の中間会計期間(平成18年８月１日から

平成19年１月31日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算

書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間

財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社アルデプロの平成19年１月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成18年８月

１日から平成19年１月31日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

　

追記情報

　１．　重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成19年３月７日開催の取締役会決議に基づき、同日付で

　　　株式会社オーパスの全株式を取得し、同社を子会社としている。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が中間財務諸表に添

付する形で別途保管している。
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独立監査人の中間監査報告書

　

平成20年４月25日

株式会社アルデプロ

取締役会　御中

アスカ監査法人

　

指定社員

業務執行社員
公認会計士　　　田中　大丸　　　　　㊞

　

指定社員

業務執行社員
公認会計士　　　宮川　愼哉　　　　　㊞

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社アルデプロの平成19年８月１日から平成20年７月31日までの第21期事業年度の中間会計期間(平成19年

８月１日から平成20年１月31日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資

本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の

立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社アルデプロの平成20年１月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成19年８月

１日から平成20年１月31日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

　

追記情報

１.重要な後発事象に関する注記に記載のとおり、会社は平成20年２月18日開催の取締役会決議に基づき、同日付で株式

会社尾高電工の全株式を譲渡している。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が中間財務諸表に添

付する形で別途保管している。
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